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"論"

i 説"有
価
証
券
の
除
権
判
決
に
つ
い
て

根

り

ノ

、

ド

レ

一

は

じ

め

に

ニ
有
価
証
券
に
お
け
る
「
資
格
」

三
公
示
催
告
、
除
権
判
決
の
申
立
権
者

四
除
権
判
決
の
積
極
的
効
力

五
除
権
判
決
の
消
極
的
効
力

六

お

わ

り

に

tま

じ

め

大

塚

龍

児

有
価
証
券
が
滅
失
し
、
ま
た
は
紛
失
し
て
も
、
有
価
証
券
の
表
章
ず
る
権
利
が
そ
れ
に
よ
っ
て
滅
失
す
る
わ
け
で
も
、
ま
た
は
紛
失
し
た
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説

者
は
そ
の
権
利
を
喪
失
し
て
し
ま
う
わ
け
で
も
な
い
。
所
持
人
は
民
事
訴
訟
法
第
七
編
公
示
催
告
手
続
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
、
公
示
催
告

を
経
た
後
、
除
権
判
決
を
う
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
証
券
を
所
持
し
て
い
な
く
と
も
、
当
該
有
価
証
券
に
よ
る
権
利
を
行
使
で
き
る
。
こ
の
有

価
証
券
の
公
示
催
告
手
続
な
い
し
除
権
判
決
制
度
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
は
数
多
く
の
論
文
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
立
法
論
的
批
判
も

特
に
株
券
に
つ
い
て
少
な
く
な
い
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
本
稿
を
草
す
る
の
は
屋
上
屋
を
架
す
憾
を
免
れ
な
い
が
、
拙
稿
を
捧
げ
る
小
山
教

論

授
の
榔
専
攻
、
民
事
訴
訟
法
に
関
連
す
る
解
釈
論
を
と
考
え
て
、
あ
え
て
発
表
し
て
み
た
。

民
事
訴
訟
法
七
七
七
条
は
公
示
催
告
手
続
に
よ
っ
て
除
権
判
決
の
対
象
と
な
し
う
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
、
そ
の
一
項
で
「
手
形
其
他
商

ハ
3
〉

ハ

4
)

法
ニ
無
効
ト
為
シ
得
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
定
メ
タ
ル
証
書
」
、
二
項
で
「
法
律
上
公
一
不
催
告
手
続
ヲ
許
ス
他
ノ
証
書
」
と
規
定
す
る
が
、
本
稿
で
は
根

拠
条
文
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
除
権
判
決
の
対
象
と
な
る
こ
と
に
つ
き
争
い
の
な
い
無
記
名
証
券
、
指
図
証
券
を
、
し
か
も
善
意
取
得
の

門

5
〉

認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
す
な
わ
ち
典
型
的
な
あ
る
い
は
狭
義
の
有
価
証
券
を
と
り
あ
げ
る
(
な
お
ニ
参
照
〉
。

公
示
催
告
手
続
に
お
け
る
除
権
判
決
に
よ
る
有
価
証
券
の
無
効
宣
言
に
つ
い
て
論
ず
べ
き
こ
と
は
多
々
あ
る
が
、
本
稿
で
は
申
立
権
者

消
極
的
効
力
(
五
)
、
そ
れ
ら
と
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
有
価
証
券
に
お
け
る
資
格

(三一)、

い
わ
ゆ
る
除
権
判
決
の
積
極
的
効
力
(
四
〉
、

(
ニ
)
の
問
題
に
し
ぼ
っ
た
。

(
1
〉
公
示
催
告
手
続
の
内
的
批
判
と
し
て
、
鈴
木
竹
雄
ほ
か
・
株
券
会
社
法
セ
ミ
ナ
ー

ω
一
六
九
頁
以
下
、
高
田
源
清
「
公
示
催
告
制
度
の
批
判
」
福
岡

商
大
論
議
四
巻
三
号
三
九
三
頁
以
下
、
公
示
催
告
手
続
の
外
的
批
判
と
し
て
、
社
債
法
等
研
究
会
「
賠
償
証
書
制
度
の
立
法
に
関
す
る
社
債
法
等
研
究

会
試
案
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
五
O
号
三
四
頁
以
下
、
等
参
照
。

な
お
、
有
価
証
券
滅
失
、
喪
失
の
場
合
の
所
持
人
の
救
済
方
法
に
関
す
る
外
国
法
制
に
つ
い
て
は
、
高
窪
利
一
「
有
価
証
券
の
喪
失
と
そ
の
救
済
」

法
学
新
報
六
三
巻
三
号
七
一
頁
以
下
、
四
号
六
八
頁
以
下
、
河
本
一
郎
「
除
権
判
決
の
対
象
と
な
る
証
券
」
民
商
法
雑
誌
四
三
巻
二
号
四
一
一
貝
以
下
、

特
に
七
八
頁
以
下
参
照
。

〈

2
)
民
事
訴
訟
法
七
七
七
条
一
項
に
い
う
「
手
形
其
他
商
法
-
こ
は
、
立
法
当
時
の
旧
商
法
(
明
治
二
三
年
)
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
旧
商
法
四
O

北法31(3-4・II'58)1444 



三
条
は
「
盗
取
セ
ラ
レ
又
ハ
紛
失
シ
若
ク
ハ
滅
失
シ
タ
ル
指
図
証
券
ハ
裏
書
譲
渡
ア
リ
タ
ル
ト
否
ト
ヲ
間
ハ
ス
民
事
訴
訟
法
ニ
従
ヒ
テ
権
利
者
之
ヲ
無

効
ト
ス
ル
手
続
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」
、
七
一
-
条
は
「
盗
取
セ
ラ
レ
又
ハ
紛
失
シ
若
ク
ハ
滅
失
シ
タ
ル
手
形
及
ヒ
小
切
手
一
一
付
テ
ハ
第
四
百
三
条
ノ
規

定
ヲ
適
用
ス
」
と
規
定
し
て
い
た
。

現
行
商
法
で
、
公
示
催
告
手
続
に
よ
り
無
効
と
な
し
う
る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
昭
和
一
三
年
改
正
に
よ
り
追
加
さ
れ
た
二
三

O
条
に
よ
る
株
券
だ

け
で
あ
る
。
商
法
五
一
八
条
(
昭
和
一
三
年
改
正
前
二
八
一
条
)
が
そ
の
根
拠
規
定
た
り
う
る
か
に
つ
い
て
は
、
通
説
は
、
同
条
は
既
に
他
の
実
体
法

規
定
に
よ
っ
て
除
権
判
決
が
許
さ
れ
る
と
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
と
す
る
(
反
対
、
高
田
・
前
掲
三
九
六
頁
)
。

〈
3
)
民
法
施
行
法
五
七
条
、
そ
れ
を
準
用
す
る
抵
当
証
券
法
四

O
条
。
民
法
施
行
法
の
規
定
は
旧
商
法
四

O
一
一
一
条
を
引
継
い
だ
も
の
と
い
え
る
が
、
無
記

名
証
券
、
民
法
四
七
一
条
の
証
券
す
な
わ
ち
選
択
無
記
名
式
証
券
を
ι
加
え
て
い
る
。

な
お
公
示
催
告
手
続
に
よ
る
無
効
宣
言
を
許
さ
な
い
も
の
と
し
て
、
国
債
-
一
関
ス
ル
法
律
八
条
。
な
お
日
本
銀
行
法
三
五
条
、
二
九
条
参
照
。

(
4
〉
註
(

2

)

、
〈
3
)
と
の
関
係
で
、
記
名
証
券
に
あ
た
る
指
図
禁
止
手
形
に
つ
い
て
除
権
判
決
が
許
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
竹
田
省
「
喪
失
せ
ら
れ

た
る
手
形
の
除
権
判
決
」
商
法
の
理
論
と
解
釈
六
八
一
頁
以
下
(
否
定
〉
と
、
向
・
手
形
法
・
小
切
手
法
七
二
頁
以
下
ハ
肯
定
)
を
参
照
。

な
お
、
記
名
証
券
一
般
に
つ
い
て
、
条
理
上
民
法
施
行
法
五
七
条
に
包
含
さ
れ
る
と
す
る
見
解
と
し
て
、
鈴
木
竹
雄
「
除
権
判
決
」
民
事
訴
訟
法
講

座
第
五
巻
一
四
七
四
頁
以
下
。

(

5

)

実
際
よ
の
無
記
名
証
券
、
指
図
証
券
は
商
法
五
一
九
条
、
抵
当
証
券
法
四

O
条
の
適
用
が
あ
り
、
す
ぺ
て
善
意
取
得
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
理

論
上
は
そ
の
適
用
が
な
い
も
の
を
考
え
う
る
が
、
こ
れ
を
除
く
趣
旨
で
あ
る
。

有価証券の除権判決について

有

価

証

券

に

お

け

る

「

資

格

」

後
述
の
よ
う
に
、

公
示
催
告
、

除
権
判
決
の
申
立
に

有
価
証
券
に
お
け
る
「
資
格
」
=
「
晶
正
自
己

g回
公
を
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
の
は
、

は
「
資
格
」
が
問
題
な
の
か
、
そ
の
背
後
の
「
実
質
的
権
利
」
が
問
題
な
の
か
争
い
が
あ
り
、
ま
た
除
権
判
決
の
積
極
的
効
力
は
「
資
格
」

の
回
復
か
、
「
実
質
的
権
利
」
を
申
立
人
に
与
え
る
も
の
か
、
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
民
事
訴
訟
法
第
七
編
公
示
催
告
手
続
は
、
ド
イ
ツ

北法31(3-4・II.59)1445 



説

N
司

0
2
2
E
白∞
5
F
〉
口
町
巾
σ
0門
的

4
2
p
r
Rロ
の
内
容
を
証
券
義
務
者
に
対
す
る
支
払
禁
止
命
令

(
N
与

z
a
a宮
町
円
四
〉
の
規
定
を
除
い

論

て
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
継
受
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
で
の
有
価
証
券
に
つ
い
て
の
公
示
催
告
手
続
に
お
い
て
、
通
説
は
有
価
証
券
の
資

(
l〕

格
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
か
ら
、
わ
が
民
事
訴
訟
法
の
解
釈
と
し
て
も
劃
酌
す
べ
き
こ
と
は
当
然
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
資
格

(Fmm-t自
主
oロ
〉
」
あ
る
い
は
「
形
式
的
資
格

Q
R自
己
F
F
m
m
E
B色
。
ロ
)
」
は
手
形
裏
書
の
資
格
授
与
的
効
力
で
著
名
だ

(
商
法
二

O
五
条
ニ
項
)
ま
た
同
じ
意
味
で
「
適
法
ノ
所
持
人
ト
見
倣
ス
」

条
一
項
、
小
切
手
法
一
九
条
)
記
名
株
券
に
つ
い
て
「
会
社
ニ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
(
ズ
)
」
(
商
法
二

O
六
条
一
項
)
と
規
定
さ
れ
て
い
る

〈

3

)

(

4

〉

も
の
の
こ
と
で
あ
り
、
権
利
を
行
使
し
う
る
権
限
、
権
利
の
行
使
に
関
す
る
事
実
上
の
可
能
性
、
権
利
外
観

(
M
N
R
E
g
n
r
u
c、
権
利
証
明

(河

2
Z
8
5
4〈
四
一
る
な
ど
と
い
わ
れ
る
が
、
要
す
る
に
証
券
で
権
利
者
(
ま
た
は
そ
の
代
理
人
)
と
指
し
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
(
〉
5
4
4
2
6

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
証
券
で
権
利
者
と
指
し
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
資
格
の
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
背
後
に
通
常
は
証
券
上
の
権

(
7
)
〈

8
)

利
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、
資
格
は
、
権
利
の
高
い
蓋
然
性
あ
る
事
実
で
あ
る
と
い
え
る
。
証
券
で
権
利
者
と
指
し
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

と
い
う
意
味
で
の
資
格
(
以
下
で
は
、
後
述
の
株
券
の
特
殊
性
を
除
い
て
、
「
資
格
」
を
こ
の
意
味
で
用
い
る
)
は
、
指
図
証
券
の
受
取
人

と
記
載
さ
れ
た
者
に
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
無
記
名
証
券
に
つ
い
て
い
え
ば
初
め
か
ら
権
利
者
の
証
券
上
の
記
載
が
予
定
さ
れ

な
い
証
券
で
あ
る
か
ら
そ
の
と
き
ど
き
の
所
持
人
に
あ
る
。
指
図
証
券
に
つ
い
て
は
通
常
は
証
券
所
持
と
そ
の
証
券
に
裏
書
の
連
続
あ
る
と

が
、
実
定
法
上
「
適
法
ノ
所
持
人
ト
推
定
ス
」

(
手
形
法
二
ハ

き
は
資
格
が
あ
り
(
手
形
法
二
ハ
条
一
項
、
小
切
手
法
一
九
条
、
商
法
五
一
九
条
、

抵
当
証
券
法
四

O
条)、

白
地
式
裏
書
の
あ
る
と
さ
は

爾
後
交
付
の
み
に
よ
っ
て
譲
渡
で
き
る
か
ら
証
券
の
所
持
が
資
格
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
場
合
の
所
持
人
に
資
格
が
あ
る
(
手
形
法
一
四
条

二
項
三
号
、
二
ハ
条
一
項
、
小
切
手
法
一
七
条
二
項
三
号
、
一
九
条
、
商
法
五
一
九
条
、
抵
当
証
券
法
四

O
条)。

帳
転
流
通
す
る
こ
と
を
予
定
す
る
有
価
証
券
に
あ
っ
て
は
、
権
利
の
所
属
と
資
格
の
所
属
が
別
々
と
な
る
こ
と
は
、
当
然
に
予
測
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
公
示
催
告
手
続
に
よ
る
証
券
の
無
効
宣
言
も
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
、
す
な
わ
ち
資
格
を
喪
失
し
た
権
利
者
の
救
済

北法31(3-4・II-60)1446 



の
た
め
に
、
予
定
さ
れ
た
制
度
と
い
え
る
。

ハ
9
V

こ
の
資
格
が
有
価
証
券
法
理
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
作
用
を
す
る
か
が
重
要
で
あ
る
が
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
い
え
よ
う
。

①
債
務
者
の
た
め
の
効
力
と
し
て
、
債
務
者
は
資
格
あ
る
所
持
人
に
対
し
て
は
、
悪
意
、
重
過
失
が
な
い
限
り
、
こ
の
者
へ
の
給
付
に

よ
っ
て
免
責
さ
れ
る
こ
と
。
こ
の
悪
意
、
重
過
失
の
対
象
は
、
資
格
者
の
無
権
利
に
つ
い
て
訴
訟
に
お
い
て
立
証
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
典
型
は
手
形
法
四

O
条
一
一
一
項
で
あ
る
。

権
利
者
の
た
め
の
効
力
と
し
て
、
資
格
の
あ
る
者
は
権
利
者
と
推
定
さ
れ
、
こ
の
者
の
権
利
を
争
う
者
は
、
証
券
上
の
義
務
者
に
限

ら
ず
そ
れ
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
立
証
責
任
を
負
う
こ
と
。
手
形
法
二
ハ
条
一
項
、
小
切
手
法
一
九
条
、
商
法
二

O
五
条
二
項
、
ニ

O
六
条

② 
一
項
は
こ
の
意
味
で
あ
る
と
い
え
る
。

第
三
者
、
証
券
取
得
者
の
た
め
の
効
力
と
し
て
譲
渡
人
の
資
格
に
よ
っ
て
こ
の
者
の
権
利
を
信
頼
し
た
譲
受
人
は
、
譲
渡
人
が
無
権

利
者
で
あ
っ
た
と
き
に
も
、
証
券
の
表
章
す
る
権
利
を
善
意
取
得
す
る
こ
と
。
手
形
法
二
ハ
条
二
項
、
小
切
手
法
二
一
条
、
商
法
二
二
九
条

一
九
二
条
は
こ
の
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
。

③ 
民
法
八
六
条
三
項
、

有価証券の除権判決について

資
格
の
問
題
で
特
異
性
を
示
す
の
は
株
券
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
会
社
に
対
す
る
資
格
(
①
と
、
②
の
う
ち
義
務
者
が
無
権
利
を
主
張
す
る

場
合
)
と
、
流
通
面
に
お
け
る
資
格
(
②
の
う
ち
第
三
者
が
無
権
利
を
主
張
す
る
場
合
と
、

@
Vが
分
離
し
て
取
扱
わ
れ
る
。
記
名
株
券
は
、
流

通
面
に
お
い
て
は
も
っ
ぱ
ら
そ
の
所
持
が
資
格
で
あ
る
が

会
社
に
対
し
て
は
株
主
名
簿
の
記
載
が
資
格
と
な
り

(
商
法
二

O
六
条
一
項
)
、
株
主
名
簿
の
名
義
書
換
の
た
め
に
は
流
通
面
に
お
け
る
資
格
、
す
な
わ
ち
株
券
の
所
持
が
資
格
と
な
る
(
商
法
二

O
五
条
二
項
)
。
株
券
に
よ
る
義
務
者
、
会
社
の
面
か
ら
観
察
す
れ
ば
、
前
述
資
格
の
①
、
③
の
効
果
に
よ
り
株
券
の
所
持
人
に
株
主
名
簿
の
書

換
を
す
れ
ば
悪
意
、
重
過
失
な
き
限
り
免
責
さ
れ
、
株
主
名
簿
上
の
名
義
人
に
株
主
権
を
行
使
さ
せ
れ
ば
や
は
り
①
の
効
果
に
よ
り
悪
意
、

重
過
失
な
き
限
り
免
責
さ
れ
る
。
こ
の
免
責
に
も
か
か
わ
ら
ず
会
社
は
白
己
の
危
険
に
お
い
て
、
株
主
名
簿
上
の
株
主
以
外
の
者
を
株
主
と

(
商
法
二

O
五
条
二
項
〉
、
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説

し
て
扱
え
る
か
ど
う
か
の
問
題
は
著
名
な
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
立
入
ら
な
い
が
、
た
だ
、
今
ま
で
述
べ
た
資
格
の
観
点
か
ら
い
え
ば
当

論

然
肯
定
さ
れ
る
。
株
主
名
簿
上
の
株
主
が
株
主
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
は
資
格
の
効
力
①
の
反
射
的
効
力
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
る
。
名
簿
外
の

者
を
株
主
と
す
る
会
祉
の
取
扱
い
が
正
当
と
是
認
さ
れ
る
た
め
に
は
、
会
社
が
資
格
の
効
力
②
を
打
破
す
る
立
証
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
当
然
で
あ
る
。
無
記
名
株
券
に
つ
い
て
も
事
態
は
本
質
的
に
変
ら
な
い
。
流
通
面
に
お
い
て
は
株
券
の
所
持
が
資
格
で
あ
り
(
商
法
ニ

O
五
条
二
項
)
、
会
社
に
対
す
る
株
主
権
の
行
使
に
あ
た
っ
て
は
株
券
の
会
社
へ
の
供
託
が
資
格
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
商
法
二
二
八
条
、

二
三
九
条
二
項
)
。

(
1る
〉
〈
m包-.N
∞伊F.J.d巴-EB開己R円ア.己ロ胆
g凹閉河宮Ng刊忠n『Z岬
ισ2『
4巧〈
2
E仲G宮司宮同喜老司玄冨-芯百0R3円B骨
(2同忌申器
ω∞⑦
)γ.ω

由
H工同同
.U
出ロ骨
Rnrず1のP釦gロE胆包円ユE-古F凹P.
同河宮州U和2円
z
ι
和2『
t巧弓刊
R
2吋昆仲G宮司宮但昌旬ぽ百『伺

(公
Hs5由ミき叶ミ3叶3)γ.ω.
同zωDU元河伊四岳
r事rE-E卒ι千1N忠包α巴
-E-zロ2
・
4
q
2
3
1
2
8
n
F
H
-
H
N
-
E民

(
H
S
S・
∞
法
・

(
2
〉
竹
田
・
前
掲
商
法
の
理
論
と
解
釈
六
九
三
頁
以
下
。

(

3

)

河
本
一
郎
「
ジ
ョ
ン
フ
リ
ー
ダ
『
手
形
の
無
効
宣
言
手
続
』
」
神
戸
法
学
雑
誌
四
巻
三
号
七
六
八
頁
。

(

4

)

』白
h
o
v
-
-
C
E
E丘一山内回目白

HNRrg
仏
え
項
目
立
宮
1
0
5
5
田
口
唱
5
2
5
P
N
-
〉己巴・

2
S
5・
ω-MC
同町・

2
・

(

5

)

小
川
善
古
口
「
株
券
の
除
権
判
決
の
効
力
」
訴
訟
と
裁
判
岩
松
裁
判
官
還
暦
記
念
六

O
七
頁
、
六
一

O
頁
註
三
一
)
。

〈
6
)
〈
mF帽
の
江
臼
O]]』
日
自
国
国
ロ
晶
君
α円件。号口口町

ι0円
河
2
E曲芸-師団。ロ由ロ}岡田町仲

r
2
E口出∞
σ如
何

roロ
4
0
5
ω
t
o
T
ω
o
g
-
o
己
ロ
仏
巴
由
同
2
・
ω
回
ι・
(H由
N∞
γ

ω
申
N叶内問
-
w

』位
mmr
穴
O
B
B
O
E
2
2
5
宮町阿君。
-NOユ∞ロ
roロ
N
E
-
m
g
a
N
E
n
r
-
〈
叶
同
(
回
申
印
申
〉
・
〉
円
寸
由
g
z
-
N
H・
「
権
利
証
明
」
で
な
く

「
証
券
で
権
利
者
と
指
し
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
の
語
を
用
い
る
理
由
は
、
前
者
は
立
証
の
意
味
の
回
相
当
色
白
を
想
起
し
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ

で
用
い
ら
れ
た
〉

g
耳
色
白
は
む
し
ろ
身
分
証
明
の
意
に
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
7
)
E
B
o
p
世
田

0
・・

ω
∞
斗
は
資
格
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
資
格
は
、
そ
の
背
後
に
通
常
は
証
券
の
上
の
〈
由
自
者
R
G者
百
〉
権
利
が
存
在

す
る
、
外
的
な
事
実
(
、
H
a
R
r
g
gロ
円
。
で
あ
る
。
そ
れ
は
有
価
証
券
法
に
お
い
て
、
動
産
法
に
お
け
る
占
有
、
不
動
産
法
に
お
け
る
登
記
簿
上
の
登
記

と
同
じ
よ
う
な
意
味
を
も
っ
。
資
格
の
あ
る
者
は
権
利
の
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
証
券
を
盗
み
、
横
領
し
ま
た
は
そ
の
他
不
法
に
取
得
し
た

者
で
も
構
わ
な
い
。
し
か
し
彼
は
常
に
権
利
が
あ
る
こ
と

S
R
R宮
ぽ
口
忠
明
)
の
外
観
(
〉
E
口
宮
山
口
)
を
そ
れ
自
身
に
も
っ
て
い
る
。
書
面
化
さ
れ

た
権
剥
が
彼
に
帰
属
す
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
、
誠
実
な
第
三
者
は
権
利
の
外
観

S
n
v
o
E
仏
g
p
w
h
E
a
に
信
頼
し
て
も
構
わ
な
い
。
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ハ
8
)
形
式
的
資
格

(hDHS∞
-
F
F
O阿
E
S
E
oロ
)
に
対
し
て
笑
策
的
資
椅

(BNHHO『
E

F
「
有
志
日
位
。
る
と
い
う
-
訟
も
胤
い

b
れ
Q

が
、
笑
質
的
資

格
と
は
、
証
券
(
手
形
〉
か
ら
の
権
利
を
行
使
す
る
真
の
権
利
が
あ
る
と
と
と
さ
れ
る
か
ら
(
松
本
系
治
「
民
法
第
四
百
七
十
条
と
第
四
百
七
十
八
条
と

の
関
係
」
商
法
解
釈
の
諸
問
題
四
九
六
頁
、
。
忌
ロ

E
7
4司
開
口
『
認
可
。
口

FN'回
門
戸
(
戸

g
d・
ω・
ロ
o
y
い
わ
ゆ
る
実
質
的
権
利
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

(

9

)

ぐ
包
-
-
』
同
nor--
釦・和・

0
・・∞

N
O

『町一

c-B刊
ア

白

血

0
・・

ω・∞
D

同町

U
E
E
R
r
aの釦ロ開門戸
F

伊
胆
・

0
・
ω・由民・

(
叩
)
民
法
四
七

O
条
、
四
七
一
条
、
四
七
八
条
。
そ
の
他
明
文
の
規
定
は
な
い
が
、
記
名
株
券
に
つ
き
株
主
名
簿
の
名
義
書
換
を
求
め
ら
れ
た
会
社
、
小

切
手
の
遡
求
義
務
者
に
つ
い
て
も
手
形
法
四

O
条
三
項
と
同
様
に
解
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
株
券
を
喪
失
し
た
場
合
に
も
そ
れ
が
記
名
株
券
で
あ
れ
ば
、
株
主
名
簿
上
の
名
義
の
あ
る
株
主
が
、
他
の
者
が
喪
失
株
券
に
よ
り
名
義
書
換
す
る
ま

で
は
、
権
利
行
使
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
る
が
(
前
田
康
「
株
券
の
除
権
判
決
」
新
商
法
演
習
1
一
八
四
頁
)
、
株
主
名
簿
に
資
格
以
上
の
確

定
的
効
力
を
認
め
れ
ば
別
論
で
あ
る
が
、
資
格
を
認
め
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
本
文
の
よ
う
に
い
え
よ
う
。
こ
の
点
で
前
記
の
よ
う
に
解
す
る
の
が
ド
イ

ツ
の
通
説
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
株
式
法
六
七
条
二
項
が
「
会
社
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
は
、
株
主
名
簿
に
株
主
と
し
て
登
録
さ
れ
た
者
の
み

が
株
主
と
み
な
さ
れ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
商
法
二
二
四
条
ノ
三
第
一
項
、
二
八

O
条
ノ
四
第
二
項
、
三
四
一
条
ノ
ニ

ノ
四
第
二
項
参
照
。

公

示

催

告

、

除

権

判

決

の

申

立

権

者

有価証券の除権判決について

公
示
催
告
の
申
立
権
者
に
つ
い
て
民
事
訴
訟
法
七
七
八
条
は
一
項
で
「
無
記
名
証
券
又
ハ
裏
書
ヲ
以
テ
移
転
シ
得
へ
グ
且
略
式
裏
書
ヲ
付

シ
タ
ル
証
書
ニ
付
テ
ハ
最
終
ノ
所
持
人
公
示
催
告
手
続
ヲ
申
立
ツ
ル
権
ア
リ
」
、

二
項
で

「
此
他
/
証
書
ニ
付
テ
ハ
証
書
一
一
因
リ
権
利
ヲ
主

張
シ
得
ヘ
キ
者
此
申
立
ヲ
為
ス
権
ア
リ
」
と
定
め
る
。
こ
れ
は
内
容
的
に
は
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
一

O
O四
条
と
項
の
順
序
も
含
め
て
同
一

で
あ
る
。
・
申
立
権
者
は
、
第
一
項
で
無
記
名
証
券
お
よ
び
白
地
式
の
裏
書
あ
る
指
図
証
券
に
つ
い
て
は
最
終
所
持
入
、
二
項
で
、
そ
の
他
の

証
券
で
は
証
券
に
よ
る
権
利
を
行
使
で
き
る
者
と
な
る
。
本
稿
は
無
記
名
証
券
と
指
図
証
券
に
限
っ
た
か
ら
、
ニ
項
に
あ
た
る
の
は
通
常
は
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説

裏
金
百
の
連
続
し
た
指
図
証
券
の
最
終
所
持
人
で
あ
る
。
ま
た
裏
書
の
連
続
を
欠
い
て
い
て
も
所
持
人
が
そ
の
実
質
的
権
利
を
証
明
す
る
と
き

(
2
)
 

は
手
形
上
の
権
利
を
行
使
で
き
る
こ
と
は
判
例
で
あ
り
現
在
異
論
は
な
い
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
所
持
人
も
二
項
に
よ
り
申
立
権
が
あ
る
。

(
3
)
 

こ
の
こ
と
は
、
裏
書
の
連
続
を
欠
く
場
合
を
除
き
、
ニ
に
の
ベ
た
資
格
に
応
ず
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
公
示
催
告
の
申
立
権
者
は
、

ハ
4
)

「
実
質
的
権
利
者
た
る
を
要
す
と
解
す
べ
き
法
律
上
の
根
拠
存
在
す
る
こ
と
な
し
。
」
と
い

〈

5
〉

と
い
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
の
立
法

論

そ
の
証
券
に
つ
い
て
資
格
の
あ
っ
た
者
で
あ
り
、

わ
れ
、
裁
判
所
は
所
持
が
一
般
的
に
合
法
的
か
ど
う
か
を
審
査
す
べ
き
で
な
い
、

経
過
に
も
合
致
す
る
。
当
時
、
ド
イ
ツ
手
形
条
令
七
三
条
は
手
形
の
所
有
権
者
に
公
示
催
告
の
申
立
権
を
与
え
て
い
た
の
を
、
申
立
権
者
を

資
格
あ
る
者
と
し
た
の
は
、

一
つ
の
証
券
か
ら
多
数
の
者
が
そ
れ
ぞ
れ
臭
っ
た
権
利
者
と
し
て
、
た
と
え
ば
質
入
の
た
め
に
、
競
合
す
る
場

(
6〉

合
を
包
含
せ
し
め
る
た
め
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
民
事
訴
訟
法
七
七
八
条
の
文
言
通
り
、
証
券
に
つ
き
資
格
あ
る
者
に
公
示
催
告
、
除
権
判
決
の
申
立
権
を
承
認
す
る
同
総

に
対
し
、
そ
う
す
る
と
盗
取
者
、
拾
得
者
そ
の
他
の
不
法
な
所
持
人
も
申
立
権
が
ゐ
る
こ
と
に
な
り
正
義
感
に
反
す
る
結
果
と
な
る
こ
と
を
理

(
8
)

ハ
g
v

由
に
、
こ
れ
ら
の
者
に
は
申
立
権
を
認
め
る
べ
き
で
な
い
と
す
る
見
解
、
あ
る
い
は
積
極
的
に
実
質
的
権
利
者
に
限
る
見
解
が
主
張
さ
れ
る
。

こ
の
問
題
は
除
権
判
決
の
積
極
的
効
力
(
後
述
四
参
照
)
と
絡
む
問
題
で
あ
る
が
、
除
権
判
決
に
よ
っ
て
資
格
を
回
復
す
る
に
す
ぎ
な
い

(
川
山
〉

と
す
る
な
ら
ば
、
後
二
者
の
見
解
は
意
味
が
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
ば
盗
取
者
は
、
喪
失
す
る
以
前
に
、
ま
た
は

喪
失
し
た
と
称
し
た
と
き
に
も
ま
た
わ
ざ
と
滅
失
さ
せ
た
と
き
に
も
、
や
は
り
資
格
が
あ
っ
た
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
民
事
訴
訟
法
七
七
八
条
一
項
の
証
券
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
あ
り
、
二
項
の
証
券
に
つ
い
て
も
こ
の
者
が
自
分
へ
の
裏
書
を
偽
造
し

て
い
れ
ば
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
い
は
偽
造
裏
書
が
な
け
れ
ば
、
自
分
の
実
質
的
権
利
の
証
券
に
よ
る
証
明
の
し
ょ
う
が
な
い
か
ら
、
資

格
者
で
は
あ
り
え
な
い
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
除
権
判
決
に
よ
り
申
立
人
は
実
質
的
権
利
者
と
な
る
と
し
つ
つ
、
申
立
人
は
実
質
的
権

利
者
、
証
券
の
処
分
権
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
は
、
首
尾
一
貫
す
い
札
。
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記
名
株
券
の
場
合
の
資
格
は
、
前
述
ニ
の
よ
う
に
い
わ
ば
二
重
に
な
っ
て
い
る
が
、
公
示
催
告
の
申
立
権
者
は
、
株
主
名
簿
上
の
株
主
に

限
る
と
い
う
均
は
、
公
示
催
舎
手
続
は
対
会
社
関
係
だ
け
が
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い
か
ら
と
り
え
な
い
ほ
、
ま
た
所
謂
資
格
に
拘
泥
し
す

ぎ
て
、
公
示
催
告
制
度
は
証
券
喪
失
の
場
合
の
救
済
制
度
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
た
議
論
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
記
名
株
券
の
最
終
所
持
人
と

並
ん
で
、
株
主
名
簿
上
の
株
主
も
申
立
権
を
有
す
丸
一
的
。
こ
れ
も
公
示
催
告
制
度
の
趣
旨
か
ら
否
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
除
権
判

決
に
よ
る
証
券
喪
失
者
の
救
済
は
、
証
券
が
証
券
義
務
者
と
所
持
人
と
の
関
係
に
尽
き
る
こ
と
な
く
1
1
も
し
そ
れ
に
尽
き
る
の
で
あ
れ
ば

義
務
者
と
最
終
所
持
人
と
の
訴
訟
事
件
と
し
て
確
認
判
決
、
と
き
に
は
給
付
判
決
に
よ
れ
ば
よ
い
1

1
有
価
証
券
と
し
て
掘
転
流
通
す
る
の

で
、
あ
り
う
る
喪
失
証
券
の
所
持
人
に
届
出
さ
せ
、
証
券
の
届
出
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
片
が
つ
〈
、
換
言
す
れ
ば
所
在
不
明
で
あ
っ
た
証
券
の

所
在
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
終
了
す
る
制
度
だ
か
ら
で
あ
誌
が
簡
潔
に
い
え
ば
、
有
価
証
券
の
滅
失
、
喪
失
に
よ
っ
て
そ
の
所
持
を
失
っ
た
者

の
救
済
の
制
度
だ
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
説
は
、
公
一
万
催
告
、
除
権
判
決
は
資
格
に
関
す
る
、
だ
か
ら
対
会
社
問
係
で
資
格
の
あ

る
者
は
申
立
権
が
あ
る
、
と
直
結
し
た
も
の
と
評
し
え
よ
う
。
株
主
名
簿
上
の
株
主
が
実
質
上
の
株
主
で
あ
る
限
り
申
立
権
を
認
め
る
見

解
は
、
実
質
上
の
株
主
で
あ
る
と
き
は
株
券
の
最
終
所
持
人
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
屋
上
屋
を
架
す
結
果
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
名
簿
上
の

有価証券の除権判決について

名
義
人
が
最
終
所
持
人
で
あ
れ
ば
所
持
人
の
資
格
で
申
立
て
れ
ば
よ
く
、
滅
失
、
喪
失
以
外
の
理
由
で
所
持
を
失
っ
た
(
間
接
占
有
も
失
っ

た
)
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
譲
渡
し
た
場
合
し
か
芳
え
ら
れ
ず
、
こ
の
よ
う
な
者
は
滅
失
、
喪
失
と
い
う
申
立
の
要
件
を
欠
く
の
で
あ
る
。
も

(

げ

)

ち
ろ
ん
申
立
権
の
な
い
者
に
よ
る
公
示
催
告
手
続
で
除
権
判
決
が
な
さ
れ
た
と
き
の
判
決
の
効
力
は
右
の
こ
と
と
関
係
が
な
い
。

公
示
催
告
の
申
立
権
者
は
、
誰
か
。
⑧
記
名
株
券
の
質
入
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
、
質
権
者
と
並
ん
で

質
権
設
定
者
も
申
立
権
が
あ
る
と
し
ヲ
学
説
は
、
こ
の
見
解
に
賛
成
す
る
綿
一
J

が
あ
る
一
方
、
⑥
質
権
者
に
限
る
と
す
る
説
、
@
質
権
設
定

有
価
証
券
を
質
入
し
た
場
合
、

者
に
限
る
と
す
る
説
、
に
分
か
れ
る
。
⑥
説
は
申
立
権
を
喪
失
当
時
証
券
に
よ
る
資
格
を
有
し
て
い
た
者
に
限
る
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
実

質
上
の
権
利
者
で
あ
っ
て
も
株
券
の
喪
失
、
滅
失
当
時
入
質
し
て
い
た
者
は
、
株
券
に
対
す
る
支
配
権
を
奪
わ
れ
、
資
格
が
あ
っ
た
者
と
は
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説

〈
初
)

い
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
す
る
。
@
説
は
、
除
権
判
決
の
効
果
と
し
て
株
券
の
再
交
付
を
受
け
る
こ
と

言命

(
商
法
二
三

O
条
二
項
〉

を
芳
え
る
と
、
除
権
判
決
後
に
自
己
名
義
の
株
券
の
交
付
を
求
め
う
る
質
権
設
定
者
に
限
る
こ
と
が
法
律
の
趣
旨
に
近
い
と
す
る
。
そ
の
前

提
と
し
て
、
申
立
権
者
と
し
て
は
一
応
資
格
の
あ
る
者
と
し
つ
つ
も
、
最
終
的
に
は
実
質
的
権
利
の
有
無
も
問
題
と
な
り
、
実
質
的
権
利
が

明
ら
か
に
無
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
場
合
に
は
申
立
権
を
有
し
な
い
と
し
て
、
株
券
質
入
の
場
合
に
は
、
質
権
者
、
設
定
者
の
い
ず
れ
が

実
質
的
権
利
者
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
羽
目
⑥
説
の
根
拠
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、
結
局

一
方
に
の
み
認
め
れ
ば
他
方
の
権
利
が
危
く
な
る
、
す
な
わ
ち
質
権
者
に
の
み
認
め
れ
ば
、
質
権
者
が
申
立
て
な
い
と
質
権
設
定
者
は
権
利

を
失
っ
て
し
ま
い
、
質
権
設
定
者
に
の
み
認
め
れ
ば
、
質
権
者
の
知
ら
な
い
う
ち
に
質
権
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
利
益
較
量
に
あ
る
よ
う

で
J

め
る
。

ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
の
立
法
過
程
で
さ
き
に
一
言
し
た
よ
う
に
、
質
入
の
よ
う
に
同
一
の
証
券
か
ら
複
数
の
者
が
証
券
か
ら
の
権
利
に
つ

い
て
資
格
が
あ
る
場
合
は
、
複
数
の
者
に
申
立
権
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
申
立
権
を
資
格
の
あ
る
者
と
い
う
一
般

的
表
現
を
と
っ
た
も
の
で
あ
っ
一
明
し
た
が
っ
て
そ
の
資
格
は
権
利
の
一
部
で
あ
っ
て
も
そ
れ
に
つ
い
て
資
格
の
あ
る
者
は
、
申
立
権
が
あ

る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
証
券
か
ら
の
権
利
(
河
内
円
宮
田
口
白
骨

B
E
-
-刊
号
に
つ
い
て
、
そ
の
一
部
分
で
あ
れ
、
資
格
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、

民
事
訴
訟
法
で
な
く
実
体
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
申
立
権
の
有
無
、
資
格
の
有
無
は
実
体
法
の
規
定
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

手
形
法
一
九
条
、
商
法
二

O
七
条
以
下
、
民
法
三
六
二
条
以
下
、
特
に
三
六
七
条
、
八
六
条
三
項
、
三
五

O
条
、
二
九
七
条
、
に
よ
れ
ば
、

質
権
者
は
証
券
か
ら
生
ず
る
権
利
を
一
部
で
あ
れ
、
行
使
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
一
切
実
体
法
上
義
務
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
を
践
ん

で
い
れ
ば
、
資
格
が
あ
る
か
ら
、
公
示
催
告
の
申
立
権
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
除
権
判
決
の
効
果
と
し
て
株
券
の

再
交
付
を
う
け
う
る
こ
と
(
商
法
二
一
二

O
条
二
項
〉
を
根
拠
と
し
て
質
権
者
に
は
申
立
権
が
な
い
と
す
る
の
は
理
由
が
な
い
。
質
権
者
は
も

ち
ろ
ん
質
権
設
定
者
名
義
の
株
券
を
も
ら
え
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
す
で
に
商
法
二

O
九
条
四
項
の
規
定
が
予
定
し
て
い
る
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と
こ
ろ
で
あ
る
。
で
は
質
権
設
定
者
は
ど
う
か
。
問
題
は
要
す
る
に
こ
の
者
に
資
格
の
前
提
た
る
所
持
が
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
間
接
占

(

勾

〉

(
m
U
)

有
で
は
い
け
な
い
と
い
う
説
も
あ
り
、
ま
た
間
接
占
有
で
も
よ
い
と
の
説
も
あ
る
。
結
局
は
所
持
の
概
念
の
問
題
で
あ
る
。
所
持
人
を
も
っ

て
自
ら
ま
た
は
代
理
人
、
使
者
を
し
て
常
に
証
券
の
呈
示
の
で
き
る
も
の
と
い
え
ば
十
分
で
あ
る
か
ら
、
間
接
占
有
者
を
申
立
権
者
か
ら
除

ハ
叫
叫
》
〈
担
〉
〈
刊
品
〉

く
理
由
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

円
日
品
)

最
後
に
、
証
券
義
務
者
は
公
示
催
告
の
申
立
権
が
あ
る
か
。
手
形
に
つ
い
て
こ
れ
を
認
め
て
い
る
判
例
が
あ
る
。
手
形
の
交
付
前
に
喪
失

し
、
ま
た
は
受
戻
後
喪
失
し
た
場
合
に
は
、
善
意
の
取
得
者
に
対
し
て
は
善
意
取
得
(
手
形
法
二
ハ
条
二
項
)
、

あ
る
い
は
抗
弁
切
断

形
法
一
七
条
)
、

あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
外
観
理
論
等
に
よ
り
責
任
を
負
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
、

除
権
判
決
の
消
極
的
効
力
を
ね
ら
っ
て
当
該

有価証券の除機判決について

手
形
の
無
効
宣
言
を
う
る
実
益
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
株
券
に
つ
い
て
は
、
適
法
な
自
己
株
式
(
商
法
二
一

O

条
)
の
公
示
催
告
が
許
さ
れ
る
こ
と
は
問
題
な
い
。
株
券
発
行
後
株
主
へ
の
交
付
前
に
喪
失
し
た
場
合
、
通
説
、
判
的
に
よ
る
と
未
だ
有
効

な
株
券
で
は
な
い
か
ら
何
者
に
も
公
示
催
告
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
記
名
株
券
に
あ
っ
て
は
株
券
に
株
主
名
が
記
載
さ
れ
、

無
記
名
株
券
に
あ
っ
て
は
発
送
用
の
封
筒
に
入
れ
る
と
か
し
て
そ
の
所
属
が
決
っ
た
と
き
の
よ
う
に
、
株
券
作
成
後
ど
の
株
主
に
交
付
さ
れ

る
べ
き
か
が
確
定
し
た
段
階
で
有
効
な
株
券
に
な
る
と
の
少
数
説

γ
と
れ
ば
、
そ
の
段
階
後
の
喪
失
に
つ
い
て
、
株
主
は
除
権
判
決
を
申
立

て
る
こ
と
が
で
き
、
記
名
株
券
も
有
価
証
券
と
し
て
は
無
記
名
証
券
で
あ
る
か
ら
、
会
社
も
保
管
者
と
し
て
(
註
(
招
)
参
照
〉
、
申
立
権

が
あ
る
。
ま
た
、
株
式
に
応
じ
た
株
券
が
最
初
に
発
行
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
株
券
の
発
行
で
は
な
く
、
既
に
あ
る
株
券
の
代
り
に
別
の
株
券
が

交
付
さ
れ
る
と
き
(
株
主
名
簿
の
書
換
後
、
除
権
判
決
後
ま
た
は
株
券
の
汚
損
に
よ
る
取
り
代
え
〉
に
株
主
に
交
付
前
に
喪
失
し
た
と
き

は
、
喪
失
新
株
券
は
旧
株
券
の
代
替
物
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
株
主
に
、
そ
し
て
保
管
者
た
る
会
社
に
も
、
公
示
催
告
の
申
立
権
が
あ
る
。

ハ
1
〉
公
示
催
告
手
続
の
手
続
面
に
関
し
て
は
、
松
岡
義
正
・
特
別
民
事
訴
訟
論
一
四
八
頁
以
下
、
中
田
淳
一
・
特
別
訴
訟
手
続
第
一
部
(
新
法
学
全
集
二 (手
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三
巻
)
二
四
頁
以
下
、
河
本
一
郎
「
株
券
の
除
権
判
決
」
株
式
会
社
法
誇
座
二
巻
七
八
八
頁
以
下
、
同
・
注
釈
会
社
法

ω四
二
七
頁
以
下
、
山
木
戸
克

己
「
公
示
催
告
手
続
の
性
質
と
除
権
判
決
の
効
力
」
神
戸
法
学
雑
誌
五
巻
三
号
三
八
三
頁
以
下
、
鈴
木
・
前
掲
一
四
八
頁
以
下
参
照
。

(

2

)

最
判
昭
和
三
二
・
ニ
・
七
民
集
一

O
巻
二
号
二
七
頁
、
最
判
昭
和
三
三
・
一

0
・
二
四
民
集
一
二
巻
一
四
号
三
二
三
七
頁
。

(

3

)

裏
書
の
連
続
を
欠
く
場
合
、
註
(

2

)

の
判
例
を
は
じ
め
、
形
式
的
資
格
が
な
い
と
い
う
。
し
か
し
指
図
証
券
の
場
合
、
資
格
は
哀
蓄
が
証
券
上
の

記
載
に
お
い
て
連
続
し
て
い
る
こ
と
プ
ラ
ス
同
証
券
の
所
持
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
場
合
は
資
格
の
一
部
に
暇
庇
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
証
券
を
所
持
し
て
い
な
い
者
に
裏
書
の
連
続
が
あ
る
が
故
に
資
格
あ
り
と
し
て
、
ニ
に
述
べ
た
資
格
の
全
て
の
効
力
を
認
め
る
こ
と

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
裏
書
の
連
続
を
欠
く
場
合
も
所
持
人
に
は
全
然
資
格
が
な
い
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
o
F
H
9
g
g
p
U
2

匂
恒
三
R
F
o
c
i
-官
O
S
F
ω
・
回
ι
(
H∞吋由
Y
叩
∞
ω∞
Z
『
-
H
は
一
般
的
な
債
権
譲
渡

(
N
m
E
5ロ
〉
の
許
さ
れ
る
指
図
債
券
に
つ
い
て
は
譲
受
人
も

申
立
権
が
あ
る
と
す
る
。

資
格
の
観
点
か
ら
民
事
訴
訟
法
七
七
八
条
で
は
、
二
項
が
原
則
で
あ
っ
て
一
項
は
そ
の
適
用
の
結
果
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
(
河
本
・
前
掲
講
座
七

七
九
頁
、
初
出
血
-2ロ
g
p
田・白・

0
・
m

g∞
Z
円
・
ゲ
等
〉
、
所
持
に
着
目
す
れ
ば
、
一
項
二
項
は
そ
れ
ぞ
れ
の
証
券
に
応
じ
た
資
格
に
着
目
し
て
い
る

と
評
し
う
る
。

裏
書
の
連
続
を
欠
く
場
合
に
つ
い
て
は
な
お
、
四
の
証
券
義
務
者
の
抗
弁
を
参
照
。

〈
4
)
竹
田
・
前
掲
商
法
の
理
論
と
解
釈
六
九
四
頁
。

(
5
〉
〉
仏
巴
自
由
ロ
P

。
日
目
次
『
阻
止
]O由。円}内]由同ロロ関白
-ur田口
LOロ
問
巾
r
o
g
B
mロ
2
0
ι
2
4
0
5
w
Z
2
2
巴
子
ロ
ロ
向
山
内
H
H
-
B
〉口町旬開『
O
Z
4由同町白
F『
開
口
口
白
円
F

河

o-ロ}阿国司
m
n
E
Eロ
仏
∞
喜
四
『
回
目
ロ
Fmロ
戸
白
岡
丘
町
的
『
刊
nF円〈
H由
主
〉
・
∞
-AF町一切
g
E
l』
O
E
F
}内
0
5
5
8
g円
NE円
N
Z己
℃

3
N
O
E
O円ιロロロ
m
・
5
・
〉
ロ
戸

ω・

回仏・

(HU斗
日

y
m
H
C
C
A
F
〉ロ
5
・
同
・
開
口
弘
冊
目
回
目
同
r
p
担・

0
・・

m
∞
ω∞
Z
円-
M
U

∞胆戸
HHHHF開門
F
F白己
R
F胆口町
l〉
5
2
T
E
R
H
B恒国
P
N
H
V
0・
ω白・〉ロ
2
・

(
H
S∞)・

m
H
O
Z
〉ロ
g
H
・

ハ
6
〉
出
品
目
憎
む
品
目
想
的
曲
目
HHM丘
町
町
出
足
白
骨
骨
江
と
~
g
Nロ
弘
g
H
N色
町
宮
」
口
白
巴
h
N
h

沼
田
相
官
g
、
N
切
子
宮
内
H
Z
P凶
]
H
g
Nロ
吋
口
i
q
H
O
N
Oロ
ミ
仏
国
ロ
ロ
や

H-
〉宮・

(H∞∞
H
Y
ω
・
AH∞由・

ド
イ
ツ
手
形
条
令
七
三
条
と
の
関
係
に
つ
き
、

d
-
-
Y
g
z
-
E担
当
恒
三
沼
田
司
目
白
5
・
-
呂
田
H
8
5
2
m由
民
間
E
E
n
F
号
乙
山
吉
弘
丘
町
『
刊
口
r
z
-
F
E
-

H
〉
Z
・
2
2
3・
∞
-hOH
同町・

ハ
7
)
松
岡
・
前
掲
ニ

O
O頁
以
下
、
中
回
・
前
掲
五
一
頁
、

説=ふ

PlfU 

』

R
O
E
-
匝・目・

0
・
ハ
当
2
3
1
2
0
Y

ω
・
ω∞
o
h
.
開ロロ
onnAW門
口
加
「
o
r
g胆ロ
P
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有価証券の除権判決について

ωnrc-品
Hon-MFH日
回
目
白
ユ
嵐
広
ロ
ロ
閃
(
同
由
日
∞
γ
ω
・∞日
ω・

(

8

)

鈴
木
・
前
掲
一
四
七
九
頁
以
下
、
河
本
・
前
掲
講
座
七
八

O
頁
。
』
位
田
mr
目E

回

0
・
・
〉
ユ
-
S
Y
S
N
Z
-
H
H由
・
回
以
内
向
・
な
お
河
本
・
前
掲
注
釈

会
社
法
四
二
九
頁
以
下
参
照
。

(

9

)

山
木
戸
・
前
掲
三
九

O
頁
以
下
、

2
2
r
l
g
H
g
p
d弓
nnzo}何回
8
R・
E
-
〉
戸
内
「
(
尽
忠
Y
〉
2

8
〉
目
白
-

h
・

(

m

)

証
券
喪
失
中
に
善
意
取
得
し
た
者
は
、
権
刺
の
届
出
を
し
な
い
限
り
権
利
を
失
な
う
と
い
う
見
解
を
と
っ
て
も
(
後
述
四
参
照
〉
、
こ
の
善
意
取
得

者
の
保
護
を
図
る
た
め
に
、
盗
取
者
の
よ
う
な
無
権
利
の
資
格
者
に
申
立
権
が
な
い
と
す
る
利
益
較
量
が
あ
る
い
は
意
味
を
も
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、

し
か
し
そ
れ
は
証
券
を
喪
失
し
た
真
の
権
利
者
に
資
格
を
回
復
し
て
や
る
と
い
う
、
公
示
催
告
手
続
の
目
的
と
は
一
致
し
な
い
。
ま
た
、
除
権
判
決
の

効
力
を
右
の
よ
う
に
解
す
る
、

v
g
E・
E
-

田・

0
・
(
当
月
号
昌

-
2
4・
ω
ω
由
也
〉
口
同
ロ
・
認
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
被
盗
取
者
が
証
券
の
所
有

権
者
で
あ
る
と
す
る
。

(
日
)
出
。
】
】
耳
目
的
・

ω可由同
0
5
仏何回

U
E
H
R
F
g
H
N
Z己
百
円

ON冊
目
円
相

nFH
同

(H由
H
N
Y
ω
'
由田町

(
ロ
)
〉
品
開
]
同
出
血
ロ
H
f
p
回・

0
・・∞
-KH∞同町・

ωSEr-曲
目
ハ
O
B
E
E
S円

N
E
E
出血ロ向山
O
Z町四回目同
Nrzny
ロ
・
〉
ロ
戸

(HSH)‘
m
M
M∞
〉
ロ
B
T
E
S
E
-

同-白

0
・
(
ぎ
R
H
E
U
E白
)
w
ω
ω
2
・
但
し
、
〉
【
E
B
S
F
P
担・

0
・
は
、
名
簿
上
の
株
主
が
権
利
者
で
な
い
と
き
に
は
、
例
外
的
に
所
持
人
に

も
申
立
権
が
あ
る
と
し
、
叙
述
に
向
T
ぞ
矛
盾
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

〈
臼
〉
松
田
二
郎

l
鈴
木
忠
一
・
条
解
株
式
会
社
法
上
一
七
七
頁
。
ド
イ
ツ
で
の
通
説
。

(

M

)

高
田
・
前
掲
四

O
一一員。

〈
民
)
松
岡
・
前
掲
二

O
五
頁
以
下
、
中
田
・
前
掲
三
三
頁
以
下
、
河
本
・
前
掲
講
座
七
九
四
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注
釈
会
社
法
四
三
七
頁
以
下
参
照
。

(
日
)
松
田

l
鈴
木
・
前
掲
一
七
七
頁
。

(
口
)
言
。
凸
N
O
S
Y
N
E
-
ヌ
ON和
田
口
三
E
口
m
g
L
Z
o
r
oロ
mn白骨
E
・
E
-
品
目
口

N
(同由日∞
)
m
g
S
〉ロ
g
〉
岡
田

(
同
)
最
判
昭
和
四
二
了
五
・
二
八
民
集
二
二
巻
五
号
一
-
二
五
一
貝
。

ハ
川
口
)
松
田

l
鈴
木
・
前
掲
一
七
七
頁
、
田
中
誠
二
・
全
訂
会
社
法
評
論
上
二
八
九
頁
、
大
隅
健
一
郎
|
今
井
宏
・
新
版
会
社
法
論
上
三
三
五
頁
以
下
、
石

井
照
久
|
鴻
常
夫
・
会
社
法
第
一
巻
商
法
L
一二

O
頁
、
北
沢
正
啓
・
会
社
法
(
現
代
法
律
学
全
集
)
一
七
七
頁
、
註
(
路
〉
の
最
判
の
判
例
批
評
で

あ
る
、
小
川
善
吉
・
民
商
法
雑
誌
六

O
巻
一
号
一
二
八
頁
、
前
田
重
行
・
法
学
協
会
雑
誌
八
六
巻
七
号
九
二
頁
等
。

(
却
)
河
本
・
前
掲
講
座
七
八

O
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注
釈
会
社
法
四
三
一
一
貝
。
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説

(
幻
)
鈴
木
・
前
掲
一
四
八
一
一
良
、
一
高
烏
正
夫
「
株
券
の
除
権
判
決
と
株
式
質
権
者
」
会
社
法
の
諸
問
題
二
四
七
頁
以
下
。

(
担
)
鈴
木
・
前
掲
一
四
七
九
頁
以
下
。
し
か
し
公
示
催
告
手
続
で
は
実
質
的
権
利
の
有
無
が
審
理
さ
れ
る
べ
き
場
で
は
な
い
こ
と
は
、
註
(
日
)
お
よ
び

対
応
す
る
本
文
参
照
。
手
続
の
中
止
ま
た
は
判
決
に
お
け
る
留
保
は
(
民
事
訴
訟
法
七
七

O
条
〉
、
届
出
ら
れ
た
証
券
と
公
示
催
告
で
申
立
て
ら
れ
た

証
券
と
の
同
一
性
に
争
い
あ
る
と
き
、
ま
た
は
証
券
の
提
出
な
き
権
利
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
に
限
ら
れ
る
。
証
券
の
提
出
な
き
届
出
と
い
う
例
外
の

場
合
か
ら
公
示
催
告
手
続
の
全
体
を
構
想
す
る
の
は
誤
り
で
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
申
立
人
と
届
出
人
と
の
聞
に
一
方
が
権
利
者
で
あ
る
と
い
う
通

常
手
続
で
の
判
決
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
既
判
力
は
こ
の
両
者
に
の
み
及
ぶ
も
の
で
あ
り
、
公
示
催
告
で
呼
び
か
け
ら
れ
た
一
般
第
三
者
に
は
何

の
影
響
も
な
い
。
通
常
訴
訟
で
申
立
人
に
実
質
的
権
利
あ
り
と
さ
れ
れ
ば
、
こ
の
者
は
、
公
示
催
告
手
続
で
は
そ
の
実
質
的
権
利
に
は
触
れ
な
い
無
条

件
の
除
機
判
決
を
得
る
こ
と
に
な
る
し
、
留
保
付
の
除
権
判
決
の
留
保
が
な
く
な
り
無
条
件
の
除
権
判
決
と
な
る
だ
け
で
あ
り
、
届
出
人
が
勝
訴
す
れ

ば
こ
の
者
が
新
た
に
公
示
催
告
を
申
立
て
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

右
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
有
価
証
券
の
公
示
催
告
制
度
と
失
院
宣
告
に
お
け
る
公
示
催
告
と
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
、

E
m
m
r
-
b
-四
回
ハ

g『
同

l

]DZ『
r
E
2ロ
ぬ
ぐ
O

ロ
巧
2
G
8
5
8
a
h
p吉
田
円
円
相

n
z
s
ι
ω
g白神
(
H
S
5・
ω・
3
∞
は
興
味
深
い
。
も
っ
と
も
』
mm包
自
身
は
、
申
立
人
に
実
質

的
権
利
の
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
き
は
、
裁
判
官
は
手
続
を
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
て

(
0
8
8
5
2・
∞
色
H
)

鈴
木
説
と
同
じ
見
解
を
と
る

が
、
失
腺
立
告
と
の
類
推
を
不
当
な
方
向
に
お
い
て
行
な
う
も
の
と
い
え
る
の
で
な
い
か
。
失
除
宣
告
の
場
合
に
、
生
存
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
手
続
を

進
め
て
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
有
価
証
券
の
除
権
判
決
(
無
効
宣
言
〉
の
場
合
に
そ
れ
と
類
似
す
る
の
は
、
申
立
証
券
の
所
在
が
明
ら
か
に

な
っ
た
場
合
で
あ
る
。

な
お
、
有
価
証
券
の
所
在
不
明
の
要
件
に
関
し
、
民
事
訴
訟
法
七
六
九
条
二
項
に
よ
る
職
権
調
査
を
強
調
し
、
無
駄
な
あ
る
い
は
詐
欺
的
な
除
権
判

決
の
出
る
こ
と
を
防
ぐ
べ
き
こ
と
を
説
く
も
の
と
し
て
、
河
本
一
郎
「
公
示
催
告
手
続
と
職
権
調
査
」
実
体
法
と
手
続
法
の
交
錯
上
山
木
戸
克
己
教

授
還
暦
記
念
三
六
九
頁
以
下
参
照
。

(
幻
)
目
白

r
p
白

血

。

4ω
・阜市山田・

(
川
叫

)ω
円冊目白

l』
O
出
向
少
白
・
白
・
。

-mHCCAH
〉
母
国
-
F

回

2
5
r
R
r
l
H
h白ロ昨
q
r
R
r
i〉
}
『
開
『
白
白
血
三
自
由
ロ
戸
白
血
・

9
・
叩

HCCAF
〉
口

B
-
H一
〉
仏
冊
目
白
血
ロ
ロ
・

白
・
田
・

0
・
wωAHMW

(
お
)
有
価
証
券
理
論
と
し
て
い
わ
ゆ
る
所
有
権
説
を
と
る
か
否
か
と
は
直
接
関
係
は
な
い
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
有
価
証
券
の
流
通
面
に
お
い
て
は

物
権
移
転
の
原
則
に
従
っ
た
法
律
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

d-wN
ロ
-
m
g
E
Z
m
R
穴

O
B
E
g
g円

=A 
日岡
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有価証券の除権判決について

NEE
∞
の
回

M・
ロ
牛
吋
自
己

WAP--¥ロ
〉
口
同
一
J

叩
司

ω
〉白

5
・

5
ロ
・
〉
。
そ
こ
で
は
証
券
の
上
の
権
利
(
同
N
2
Z
S
M
E官
一
ゆ
る
、
証
券
か
ら
の
権
利

(
m
o
n
z
g田
弘

O
B
H
U
8
-
n
c、
証
券
を
求
め
る
権
利

(
p
n
Z
E『

ι
0
5
3
1
2
)
が
区
別
さ
れ
、
公
示
催
告
の
許
さ
れ
る
無
記
名
証
券
、
指
図

証
券
に
つ
い
て
は
、
証
券
の
上
の
権
利
は
物
権
変
動
の
原
則
に
従
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
証
券
の
上
の
物
権
を
取
得
し
た
者
に
、
証
券
か
ら
の
権
利
が
帰

属
す
る
(
河
内
w

口
Z

E
∞
含
s
p
w
u
-
2
r百
円
念
宮
河

n
n
Z
E
M
M
M
3芯
円
〉
。
今
ま
で
述
べ
て
き
た
資
格
に
つ
い
て
い
え
ば
、
証
券
か
ら
の
権
利
に
つ

て
の
資
格
は
、
証
券
の
上
の
権
利
者
に
あ
る
こ
と
(
ド
イ
ツ
法
の
物
権
変
動
の
独
自
性
を
想
起
さ
れ
た
い
)
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
質
権
者
は
証
券
の

上
の
権
利
H
質
権
を
も
ち
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
資
格
が
あ
り
、
公
示
催
告
、
除
権
判
決
の
申
立
権
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
証
券
喪
失
当

時
、
証
券
の
上
の
権
利
を
証
券
の
占
有
な
し
に
有
し
て
い
た
者
は
、
所
持
人
の
側
で
の
証
券
の
喪
失
に
よ
っ
て
も
、
公
示
催
告
手
続
に
よ
っ
て
も
影
響

を
受
け
な
い
と
さ
れ
る
(
質
権
者
に
よ
る
喪
失
の
と
き
の
所
有
権
者
を
想
起
さ
れ
た
い
て
民
同

r
p
白・白・

0
・
ω-AFg-

証
券
を
求
め
る
債
権
的
権
利
の
み
の
持
ち
主
、
た
と
え
ば
証
券
の
買
主
は
、
当
然
に
資
格
が
な
く
、
申
立
権
も
な
い
、

ω
g
E
l』
D
E
P
目・目・

0
・・

叩

5
2
〉ロ
S
H
・

(
叫
山
〉
〈
包
・
・
当
日
曲
目

N
O
B
F
白・国
-
0
・仰

H
D
S
〉
3
・
〉
回
・

(
幻
)
鈴
木
・
前
掲
一
四
八
二
貝
は
、
株
券
に
つ
い
て
「
質
権
者
が
行
使
し
う
る
権
利
は
限
定
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
〈
、
こ
と
に
略
式
質
権
者
は
極
め
て
特

殊
の
場
合
に
権
利
を
行
使
し
う
る
の
み
な
の
で
、
か
か
る
制
限
的
な
権
利
を
行
使
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
者
を
『
権
利
ヲ
行
使
シ
得
ヘ
キ
者
』
と
認
め
る

の
は
、
お
か
し
い
と
考
え
る
」
と
さ
れ
る
が
、
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
の
考
え
方
お
よ
び
本
文
の
考
え
方
は
、
ま
さ
に
そ
れ
故
に
認
め
る
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

(
お
)
ロ
主
出
向
。
『
i
E
n
r
g
E『
m
-
u
g
z
g品目}血肉
0
8
5ロ
ロ
戸
国
・

E
・
7
同，

o
-
F
ω
-
E
2・

2
8・
m
M
M∞
〉

5
・
仰
の

o雪
ー
ヨ
-Es--

〉
rH広
三
刷
明
日

oce
∞
門
田
・
】
酔
・
〉
己
2
・
0
3
3
e
闇

4N
〉
ロ

5
・
AFU
同ハ
α]白
骨
『
同
ハ

O
B
5
2
M神田円

N
E
B
〉
ZFOロ
mgoR-
回
L
・]
N・
F-oh・
即
斗

N
〉
口
百
九
F
山

〉門
E
g
g
p
p
目・

0
・・

ω-AFm-

(
却
)
出
目
ロ
耳
石
田
由
・
。
・
ム

-
S一
∞
豆
ロ
ム
S
芦
田
・
目
・
。

-
-
m
E
S
E
B
-
J
ご
ま
3
0円四
r
L
-
白・

0
・・

m
g
S
〉ロ

B
-
E
u
∞
E
s
z
n
r
!
E
E

E
q
g
n
F
1〉
g
R由
i出
血
『
昨
日
田
口
口
帽
回
-
同
・
。
・
・
即
日

0
2
〉
ロ
ヨ
・

H-

(叩山)』白口

or--
白
血
・
。
・
(
巧
町
三
官
喜
一
四
円
相
)
咽

ω
-
E
M
u
g
s
o
p
胆・同・

0
・∞-∞叶・

(

M

U

)

証
券
の
留
置
権
者
と
、
被
担
保
債
務
者
に
つ
い
て
も
問
題
は
同
じ
で
あ
る
。
債
務
者
は
間
接
占
有
を
有
す
る
か
ら
常
に
申
立
権
が
あ
る
。
留
置
権
者

が
証
券
か
ら
の
権
剰
を
行
使
で
き
る
4

証
券
が
あ
れ
ば
(
民
法
二
九
七
条
〉
、
申
立
権
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
留
置
権
は
占
有
を
喪
失
す
る
と

北法31(3-4・II'71)1457 



説

消
滅
す
る
か
ら
(
民
法
コ
一

O
二
条
〉
、
証
券
の
所
持
に
代
る
除
権
判
決
を
得
る
こ
と
が
古
有
の
回
収
(
民
法
二

O
三
条
〉
と
い
え
る
か
ど
う
か
の
解
釈

に
か
か
る
。
河
本
・
前
掲
講
座
八

O
八
頁
は
こ
れ
を
否
定
し
て
、
被
担
保
債
務
者
を
申
立
人
と
す
る
。
(
な
お
同
書
七
八
二
一
貝
以
下
参
照
)
。

(
閉
山
)
単
な
る
保
管
者
、
運
送
人
が
喪
失
し
た
と
き
は
、
こ
の
者
に
資
格
が
あ
れ
ば
(
無
記
名
証
券
)
公
示
催
告
を
申
立
て
う
る
し
、
そ
う
す
れ
ば
寄
託

者
、
荷
送
人
か
ら
損
害
賠
償
を
請
求
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
(
河
本
・
前
掲
七
八
五
頁
註
(
五
ゴ
〈
巳
・

Enor--
回

世

0
・
(
当
2
7

宮
古
芯

B
Y
ω
・
ω
由同『・一」位
mHm
円
「
白
血
・

0

(
同ハ。
B
E
E
E
C・
〉
同
時
・
由
叶
Y
S
N
Z
-
H
M
町民・
)

C

寄
託
者
、
荷
送
人
に
も
資
格
が
あ
れ
ば
申
立
権
が
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

(
お
)
最
判
昭
和
四
七
・
四
e

六
民
集
二
六
巻
三
号
四
五
五
頁
。

(
刷
出
)
最
判
昭
和
四

0
・
一
一
・
一
六
民
集
一
九
巻
八
号
一
九
七
O
頁。

(
間
山
)
河
本
一
郎
「
株
券
の
発
行
」
会
社
法
判
例
百
選
(
第
三
版
)
四
八
頁
以
下
参
照
。

〈
お
)
〈
m
f
』白
nor--
田恒・

0
・
(
当
相
同
宮
否
認
〉
・
∞

-hs・

自命

四

除
権
判
決
の
積
極
的
効
力

民
事
訴
訟
法
七
八
五
条
は
「
除
権
判
決
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
申
立
人
ハ
証
書
ニ
因
リ
義
務
ヲ
負
担
ス
ル
者
一
一
対
シ
テ
証
書
ニ
因
レ
ル

〈

1
)

権
利
ヲ
主
張
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
す
る
。
こ
の
文
言
は
、
判
決
取
得
者
は
誰
に
対
し
て
も
実
質
的
権
利
者
で
あ
る
と
も
読
め
る
し
、
第

〈

2
)

三
者
の
実
質
的
権
利
は
害
さ
れ
な
い
(
除
権
さ
れ
な
い
)
が
、
義
務
者
に
対
し
て
は
実
質
的
権
利
者
で
あ
る
こ
と
が
確
定
さ
れ
る
。
換
言
す

(
3
)
 

れ
ば
義
務
者
は
判
決
取
得
者
が
実
質
的
権
利
を
有
し
な
い
こ
と
を
抗
弁
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
も
読
め
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
解
釈
す

(
1
)〈

2
〉
ハ

3
)

る
説
も
多
い
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
一
旦
証
券
を
譲
渡
し
た
者
が
喪
失
、
滅
失
し
た
と
称
し
、
盗
取
者
、
拾
得
者
そ
の
他
の
不
法
な
所
持
人
が

証
券
を
喪
失
し
、
喪
失
、
滅
失
し
た
と
称
し
、
ま
た
は
わ
ざ
と
滅
失
さ
せ
て
公
示
催
告
を
申
立
て
除
権
判
決
を
得
る
と
実
質
的
権
利
者
と
し

て
、
少
な
く
と
も
義
務
者
に
対
し
て
は
権
利
を
行
使
で
き
る
こ
と
と
な
る
不
当
性
が
生
ず
る
。
ま
た
申
立
権
を
証
券
上
の
単
な
る
資
格
者
に

(一)
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認
め
た
こ
と
と
一
貫
し
な
い
。
資
格
の
背
後
に
は
実
質
的
権
利
が
存
在
し
、
申
立
人
が
実
質
的
権
利
を
欠
く
と
き
に
は
、
除
権
判
決
は
で
き

な
い
と
解
す
る
と
し
て
も
、
公
示
催
告
手
続
に
お
い
て
は
実
質
的
権
利
を
確
認
す
る
こ
と
が
制
度
的
に
保
障
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

わ
が
国
で
は
、
現
在
、
除
権
判
決
の
効
果
は
右
判
決
以
後
当
該
証
券
を
無
効
と
し
、
申
立
人
に
証
券
を
所
持
す
る
と
同
一
の
地
位
を
回
復

さ
せ
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
、
公
示
催
告
申
立
の
時
に
遡
っ
て
証
券
を
無
効
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
申
立
人
が
実
質
上
の
権
利
者
で

あ
る
こ
と
を
確
定
す
る
も
の
で
は
な
川
v

こ
と
に
異
論
は
な
い
。
す
な
わ
ち
除
権
判
決
取
得
者
は
資
格
を
回
復
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
無
権
利
者
が
除
権
判
決
を
取
得
し
た
場
合
、
権
利
者
は
、
当
該
除
権
判
決
正
本
の
引
渡
を
う
け
る
犯
す
で
に
判
決
取
得
者
が
民
事

訴
訟
法
七
八
五
条
の
権
利
を
行
使
し
た
と
き
に
は
そ
の
受
け
た
給
付
の
返
還
を
う
け
る
か
、
判
決
取
得
者
が
商
法
二
三

O
条
二
項
に
よ
り
新

株
券
の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き
は
そ
の
新
株
券
の
交
付
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
、
実
質
的
権
利
者
の
権
利
に
基
づ
く
、
証
券

の
上
の
所
有
権
を
考
え
れ
ば
そ
の
所
有
権
者
の
返
還
請
求
権
に
基
づ
く
も
の
と
し
な
ま
た
は
不
当
利
得
に
基
づ
く
も
の
と
し
寸
古
律
構
成

さ
れ
る
。

(二)

申
立
人
の
証
券
喪
失
後
、
除
権
判
決
の
確
定
(
と
い
っ
て
も
言
渡
に
よ
り
直
ち
に
確
定
す
る
が
。
民
事
訴
訟
法
七
七
四
条
一
項
、
四

有価証券の除権判決について

九
八
条
〉
前
に
、
当
該
証
券
を
善
意
取
得
し
た
者
は
権
利
の
届
出
〈
民
事
訴
訟
法
七
八
一
条
、
七
六
八
条
〉
を
し
な
い
と
、
そ
の
権
利
を
除

権
判
決
に
よ
っ
て
失
う
か
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
判
決
取
得
者
が
喪
失
時
に
実
質
的
権
利
者
で
あ
っ
た
場
合
で
あ
る
常
的

〈

M
m
v

こ
の
こ
と
を
肯
定
し
て
判
決
取
得
者
を
保
護
す
る
説
と
、
同
善
意
取
得
者
を
保
護
す
る
説
と
の
対
立
が
著
し

Jq
も
ち
ろ
ん
同
説
で
も
、
除

権
判
決
取
得
者
が
(
喪
失
時
に
実
質
的
権
利
者
で
あ
っ
た
か
、
無
権
利
者
で
あ
っ
た
か
を
問
わ
ず
)
商
法
二
三

O
条
二
項
に
よ
り
新
株
券
の

発
行
を
う
け
、
こ
れ
を
第
三
者
に
譲
渡
し
、
こ
の
者
が
善
意
取
得
し
た
と
き
は
、
先
の
善
意
取
得
者
は
株
主
権
を
失
う
こ
と
は
当
然
の
こ
と

で
あ
る
。

両
説
の
対
立
は
、
利
益
較
量
の
面
で
は
、
川
説
は
、
申
立
人
が
相
当
額
の
費
用
ピ
時
間
(
六
ヶ
月
以
上
。
民
事
訴
訟
法
七
八
三
条
)
を
か
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説

け
て
、
せ
っ
か
く
除
権
判
決
を
取
得
し
た
の
に
、
喪
失
中
に
、
特
に
公
示
催
告
中
に
、
善
意
取
得
が
生
じ
る
と
(
こ
の
こ
と
は
学
説
、
判
例

〈

M
〉

上
ほ
ぽ
争
い
が
な
い
)
実
質
的
権
利
を
失
う
の
で
は
、
余
り
に
も
申
立
人
に
酷
で
あ
る
と
す
る
の
に
対
し
、
制
説
は
取
引
の
安
全
を
強
調
し
、

論

か
つ
除
権
判
決
に
よ
っ
て
善
意
取
得
者
が
資
格
を
失
う
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
決
し
て
軽
視
し
え
な
い
効
果
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
利
益
較

有
価
証
券
の
善
意
取
得
が
完
全
な
権
利
の
取
得
で
あ
る
と
す
れ
ば
(
な
お
後
述
)
、

批
判
す
れ
ば
白
づ
と
同
説
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

的
説
の
根
拠
を

量
は
主
張
者
の
主
観
次
第
で
あ
ろ
う
。

的
説
は
そ
の
根
拠
と
し
て
次
の
も
の
を
あ
げ
る
。

ω
申
立
人
は
公
示
催
告
手
続
に
お
い
て
、
明
示
的
に
で
は
な
い
に
し
ろ
、
自
分
が
証
券
の
最
終
所
持
人
で
あ
っ
て
、
自
分
の
証
券
喪
失

後
適
法
に
占
有
し
た
者
は
い
な
い
。
占
有
者
が
い
て
も
そ
れ
は
盗
取
者
か
ま
た
は
故
買
人
に
す
ぎ
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
除
権

判
決
は
そ
れ
ま
で
に
権
利
の
届
出
が
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
な
さ
れ
る
。
公
示
催
告
手
続
は
有
価
証
券
に
と
っ
て
確
認
手
続
(
忠
弘
凹

g
i

--cロぬ2
2
p
v
Bろ
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
喪
失
者
が
喪
失
の
時
に
お
い
て
証
券
か
ら
生
ず
る
権
利
外
観
が
帰
属
す
る
唯
一
の
者

で
あ
り
、
喪
失
後
他
の
誰
に
も
帰
属
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
確
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
資
格
の
取
得
な
し
に
は
権
利
が
取
得

さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
何
者
も
喪
失
者
日
申
立
人
の
後
に
は
権
利
を
取
得
し
な
か
っ
た
。
除
権
判
決
は
そ
の
利
益
に
お
い
て
反

対
の
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
者
、
全
て
に
対
し
て
作
用
す
る
か
ら
、
喪
失
後
の
あ
る
い
は
あ
り
う
る
取
得
者
は
排
除
さ
れ
る
と
す
る
も

{mv 

の
で
あ
る
。
こ
の
論
拠
は
的
説
の
う
ち
で
最
も
強
力
な
も
の
と
息
わ
れ
る
。
し
か
し
、
事
実
の
確
認
は
確
認
判
決
の
対
象
と
な
り
得
な
い
、

ハ日〕

と
の
民
事
訴
訟
法
の
原
則
に
反
す
る
か
は
と
も
か
く
、
盗
取
者
、
故
買
人
に
も
資
格
は
あ
る
し
(
ニ
参
照
)
、
適
法
な
占
有
を
問
題
に
す

〔
口
)

れ
ば
そ
れ
は
実
質
的
権
利
を
問
題
に
し
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
疏
明
で
終
始
し
、
当
事
者
対
立
の
構
造
を
有
し
な
い
公
示
催
告
手

続
に
お
け
る
除
権
判
決
を
、
訴
訟
手
続
に
お
け
る
判
決
と
同
視
し
す
ぎ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
、
九
州
。

"日(
 
実
定
法
は
、
善
意
取
得
者
は
本
来
の
権
利
者
に
対
し
て
証
券
の
返
還
を
要
し
な
い
旨
を
規
定
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
権
利
を
取
得
し
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た
こ
と
と
な
る
と
い
う
特
殊
の
構
成
を
と
っ
て
い
る
の
で
(
手
形
法
一
六
条
二
項
、
小
切
手
法
二
一
条
)
、
形
式
的
に
み
れ
ば
、
本
来
の
権
利

者
が
証
券
の
返
還
を
受
け
う
る
な
ら
ば
、
善
意
取
得
者
の
権
利
取
得
が
否
定
さ
れ
る
に
い
た
る
わ
け
で
あ
る
。
除
権
判
決
に
よ
り
あ
た
か
も

現
在
の
所
持
人
か
ら
証
券
の
所
持
を
回
復
し
た
の
と
同
様
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
そ
れ
に
よ
っ
て
善
意
取
得
者
は
証
券
を
返
還
し
た

の
と
同
様
と
な
り
、
そ
の
結
果
権
利
の
取
得
も
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
根
拠
に
対
し
て
は
、
治
事
的
理
由
に
も
と
づ
く
現
行
法
の

法
的
構
成
に
実
質
的
な
意
義
を
認
め
す
ぎ
る
形
式
的
な
議
論
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
の
批
判
が
あ
る
凶
)
何
故
に
、
返
還
行
為
が
な
い
の
に

返
還
し
た
こ
と
と
同
様
に
な
る
の
か

i
し
か
も
何
ら
の
対
価
許
し
に
|
理
解
し
難
い
。
凶
の
よ
う
に
い
う
こ
と
は
原
始
取
得
た
る

善
意
取
得
が
、
完
全
な
権
利
の
取
得
で
は
な
く
制
限
的
な
取
得
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
は
民
法
一
九
二
条
に
対
す
る
)
九
三

条
、
一
九
四
条
の
よ
う
な
特
別
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
ゆ
ν

そ
の
場
合
、
盗
品
、
遺
失
物
を
被
害
者
、
遺
失
主
が
善
意
取
得
者
か

ら
回
復
し
う
る
の
は
二
年
間
に
限
ら
れ
、
し
か
も
公
の
市
場
で
買
い
受
け
た
者
等
か
ら
回
復
す
る
た
め
に
は
代
価
を
弁
償
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
う
す
る
と
有
価
証
券
の
善
意
取
得
者
の
地
位
は
盗
難
動
産
、
遺
失
動
産
の
善
意
取
得
者
の
地
位
よ
り
も
不
利
で
あ
る
と
も
い
え
る
こ

ハ
お
)

と
に
な
る
、
と
の
批
判
が
あ
る
。

有価証券の除権判決について

制
除
権
判
決
に
よ
っ
て
証
券
が
無
効
と
な
っ
た
以
上
、
善
意
取
得
の
要
件
で
あ
る
証
券
に
よ
る
権
利
の
証
明
が
で
き
な
い
こ
と
に
基
づ

ハ
M

V

(

お
)

く
。
し
か
し
、
除
権
判
決
に
遡
及
効
を
認
め
る
な
ら
ば
と
も
か
く
、
善
意
取
得
は
証
券
が
有
効
で
あ
っ
た
と
き
に
な
さ
れ
、
そ
の
要
件
は
取

得
の
時
点
を
問
題
に
す
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
あ
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(討)

公
示
催
告
に
よ
る
除
権
判
決
の
制
度
は
、
一
方
で
証
券
の
流
通
保
護
の
た
め
に
善
意
取
得
の
制
度
を
み
と
め
る
の
に
対
し
、
他
方
で
証

券
喪
失
者
に
権
利
保
護
の
途
を
与
え
た
も
の
で
、
六
ヶ
月
以
上
の
公
示
催
告
期
聞
を
設
け
て
証
書
の
所
持
人
に
権
利
の
届
出
を
催
告
す
る
手

続
は
、
い
わ
ば
両
者
の
保
護
の
調
整
点
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
の
届
出
を
怠
る
と
き
は
、
除
権
判
決
に
よ
り
そ
の
権
利
を
除
斥
さ

れ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
善
意
取
得
者
の
権
利
取
得
は
制
限
的
な
権
利
取
得
で
あ
る
。
し
か
し
右
の
よ
う
に
い
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説

う
こ
と
は
、
喪
失
中
の
善
意
取
得
者
が
排
除
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
法
が
公
示
催
告
に
よ
る
除
権
判
決
の
制
度
を
認
め
た
趣
旨
は
ほ
と
ん
ど

〈
幻
)

失
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
制
度
の
存
在
理
由
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
問
題
に
し
て
い
る

論

の
は
有
価
証
券
の
公
示
催
告
手
続
の
も
つ
意
味
の
解
釈
で
あ
る
。
そ
れ
が
全
く
意
味
を
持
た
な
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
格
別
、
右
の
よ

う
に
い
う
こ
と
は
、
既
に
公
示
催
告
に
よ
る
除
権
判
決
制
度
は
か
く
あ
る
べ
し
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
持
ち
込
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
っ

て
(
善
意
取
得
に
つ
い
て
も
そ
う
で
あ
る
が
。
な
お
善
意
取
得
が
制
限
的
な
権
利
取
得
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
批
判
は
凶
参
照
)
、

適
切
で
は
な
い
と
芳
え
る
。
証
券
が
滅
失
し
た
場
合
に
意
味
が
あ
る
の
は
当
然
だ
が
、
さ
ら
に

ωを
主
張
す
る
学
説
が
出
発
点
と
す
る
と
こ

ろ
、
す
な
わ
ち
申
立
人
は
証
券
を
喪
失
し
た
、
そ
の
後
に
証
券
を
所
持
す
る
者
は
盗
取
者
か
故
買
人
、
換
言
す
れ
ば
不
法
な
所
持
人
か
悪
意
、

重
過
失
(
手
形
法
二
ハ
条
二
項
、
小
切
手
法
-
二
条
参
照
)
あ
る
者
で
あ
る
、
そ
う
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
公
示
催
告
期
間
中
に
権
利

を
届
出
よ
(
証
券
を
も
っ
て
い
れ
ば
証
券
の
提
出
と
と
も
に
)
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
公
示
催
告
手
続
の
趣
旨
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

(お〉

判
例
は
、
約
束
手
形
に
振
出
署
名
を
し
た
後
、
み
ず
か
ら
こ
れ
を
流
通
に
お
く
前
に
盗
取
さ
れ
ま
た
は
紛
失
し
た
者
に
公
示
催
告
お
よ
び

除
権
判
決
の
申
立
権
を
認
め
た
う
え
、
そ
の
得
た
除
権
判
決
は
、
確
定
前
に
喪
失
手
形
を
悪
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
な
く
し
て
取
得
し
、
そ

の
振
出
署
名
者
に
対
し
て
振
出
入
と
し
て
の
責
任
を
追
及
し
え
た
者
の
実
質
的
権
利
ま
で
も
消
滅
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す

る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
約
束
手
形
の
振
出
人
は
、
そ
の
手
形
の
債
務
者
に
と
ど
ま
り
、
手
形
上
の
権
利
を
取
得
す
る
も
の
で
は
な
く
、
し

た
が
っ
て
自
己
の
権
利
行
使
の
資
格
を
回
復
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
み
ず
か
ら
負
担
す
る
に
い
た
る
危
険
の
あ
る
手
形
債

務
に
つ
き
免
責
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
適
法
に
振
り
出
さ
れ
た
手
形
の
所
持
人
が
そ
の
手
形
を
喪
失
し
て
公
示
催
告
の

申
立
を
し
た
場
合
の
よ
う
に
、
除
権
判
決
の
確
定
前
に
当
該
手
形
の
善
意
取
得
者
が
現
わ
れ
て
、
除
権
判
決
に
よ
り
権
利
行
使
の
資
格
を
回

復
し
た
手
形
喪
失
者
と
の
聞
に
、
権
利
行
使
の
資
格
の
競
合
状
態
を
生
ず
る
お
そ
れ
は
な
い
か
ら
、
除
権
判
決
前
の
権
利
の
取
得
者
の
権
利

を
否
定
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
す
る
。
結
論
は
も
ち
ろ
ん
正
当
で
あ
る
が
、
理
由
と
し
て
述
べ
る
と
こ
ろ
が
も
し
的
説
を
念
頭
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に
お
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
賛
成
し
が
た
い
。
必
要
が
あ
る
か
ら
善
意
取
得
者
の
権
利
を
否
定
す
る
と
い
う
次
元
の
問
題
で
な
い
こ
と
は

確
か
で
あ
ろ
う
。

証
券
義
務
者
は
除
権
判
決
取
得
者
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
抗
弁
を
対
抗
で
き
る
か
。
公
示
催
告
手
続
は
、
申
立
人
と
証
券
義
務
者
と

が
対
立
す
る
民
事
訴
訟
手
続
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
あ
り
う
る
所
持
人
に
対
し
て
届
出
を
促
し
、
届
出
の
な
い
と
き
に
喪
失
者
の
資
格
を
回

(弓
復
す
る
手
続
で
あ
る
か
ら
、
証
券
の
表
章
す
る
権
利
の
不
成
立
、
お
よ
び
内
容
は
当
然
抗
弁
で
き
る
。
そ
し
て
権
利
の
成
立
、
内
容
に
関
す

る
立
証
責
任
は
、
一
般
原
則
ど
お
り
除
権
判
決
取
得
者
に
あ
る
。
こ
の
点
に
は
争
い
な
い
。
ま
た
証
券
義
務
者
は
、
除
権
判
決
の
前
に
資
格

あ
る
所
持
人
に
、
悪
意
、
重
過
失
な
し
に
弁
済
し
た
か
ら
、
証
券
の
表
章
し
て
い
た
義
務
は
消
滅
し
た
と
い
う
こ
と
を
判
決
取
得
者
に
対
抗

で
き
る
。

有価証券の除権判決について

で
は
、
証
券
義
務
者
は
、
除
権
判
決
取
得
者
に
対
し
て
、
取
得
者
は
無
権
利
者
で
あ
る
、
真
の
権
利
者
は
他
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を

抗
弁
で
き
る
か
。
註
ハ
3
)
に
掲
げ
た
ド
イ
ツ
の
学
説
は
否
定
す
る
。
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
一

O
一
八
条
一
項
が
、
判
決
取
得
者
は
証
券
義
務
者

に
対
し
証
券
か
ら
の
権
利
を
行
使
す
る
権
利
が
あ
る
守
2
2宮
応
。
と
定
め
る
こ
と
か
ら
、
証
券
義
務
者
は
判
決
取
得
者
が
無
権
利
者
で

(
相
同
}

あ
る
と
の
抗
弁
を
認
め
な
い
。
わ
が
国
で
は
「
証
書
ニ
因
レ
ル
権
利
ヲ
主
張
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
す
る
故
で
あ
ろ
う
か
、
判
決
取
得
者
は
資

格
を
回
復
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
実
質
的
権
利
を
回
復
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
、
前
述
の
よ
う
に
、
争
い
は
な
い
。

さ
ら
に
、
義
務
者
は
、
判
決
取
得
者
は
資
格
を
欠
く
と
い
う
こ
と
を
抗
弁
で
き
る
か
。
公
示
催
告
手
続
は
証
券
を
滅
失
、
喪
失
し
た
者
に

資
格
を
回
復
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
と
す
る
通
説
か
ら
は
、
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
公
示
催
告
手
続
は
申
立
人
と
義

務
者
の
対
立
を
予
定
し
た
訴
訟
手
続
で
は
な
く
、
除
権
判
決
取
得
者
が
証
券
を
所
持
し
て
い
た
と
き
に
く
ら
べ
て
、
取
得
者
を
有
利
に
扱
う
根

拠
も
、
義
務
者
を
不
利
に
扱
う
根
拠
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
右
の
抗
弁
を
許
す
の
が
正
当
で
あ
る
。
判
決
取
得
者
の
所
持
し
て
い
た
証
券
に

は
裏
書
の
連
続
を
欠
い
て
い
た
と
い
う
抗
弁
で
あ
羽
山
一
般
に
除
権
判
決
は
そ
の
取
得
者
に
資
格
を
回
復
す
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
資
格
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説

は
、
無
記
名
証
券
の
所
持
と
い
う
資
格
と
、
指
図
証
券
の
所
持
と
裏
書
の
連
続
と
い
う
資
格
の
う
ち
の
所
持
の
部
分
を
い
う
と
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
裏
金
百
連
続
の
欠
紋
に
つ
き
架
札
制
に
立
っ
て
、
欠
依
部
分
の
実
質
的
権
利
移
転
の
立
証
が
あ
れ
ば
よ
い
と
し
て
、
か
つ
公
示
催
告

期
日
に
は
証
明
が
必
要
だ
と
解
し
て
欠
鍛
部
分
の
証
明
を
要
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
証
明
は
、
反
対
当
事
者
の
予
定
さ
れ
な
い
公
示
催
告
手

論

続
で
は
反
証
活
動
が
期
待
さ
れ
な
い
し
、
な
に
よ
り
も
当
事
者
で
な
い
義
務
者
を
拘
束
す
る
の
は
不
当
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
は
い
っ
て
も

証
券
義
務
者
は
、
涜
通
す
る
有
価
証
券
の
性
質
上
、
証
券
の
移
転
経
過
は
知
ら
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
裏
書
不
連
続
を
知
ら
ず
こ
の

抗
弁
を
出
さ
ず
に
、
除
権
判
決
の
取
得
者
に
対
し
て
悪
意
、
重
過
失
な
く
弁
済
す
れ
ば
免
責
さ
れ
る
と
解
す
ベ
ぎ
で
あ
る
。

そ
の
他
の
抗
弁
、
判
決
取
得
者
に
滅
失
、
喪
失
が
起
ら
な
か
っ
た
ら
義
務
者
が
こ
の
者
に
対
抗
で
き
た
抗
弁
は
当
然
対
抗
で
き
る
。

記
名
株
券
の
特
殊
性
と
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
そ
の
資
格
は
流
通
面
に
お
い
て
は
そ
の
所
持
、
対
会
社
関
係
に
お
い
て
は
株
主
名
簿

上
の
名
義
で
あ
り
、
こ
の
こ
つ
は
、
株
主
名
簿
の
名
義
書
換
の
際
に
接
点
を
見
出
し
、
そ
の
際
の
資
格
は
流
通
面
で
の
資
格
、
す
な
わ
ち
株

券
の
所
持
で
あ
る
。
ま
た
株
券
に
つ
い
て
は
除
権
判
決
の
取
得
者
の
再
発
行
請
求
権
も
認
め
ら
れ
る
(
商
法
二
一
ニ

O
条
二
項
〉
。
そ
う
す
る

と
除
権
判
、
決
取
得
者
は
、
再
発
行
請
求
が
先
か
、
名
義
書
換
(
民
事
訴
訟
法
七
八
五
条
)
が
先
か
、
一
応
理
論
的
に
問
題
と
な
る
。
し
か
し

現
在
は
、
記
名
株
券
も
有
価
証
券
法
的
に
は
無
記
名
証
券
で
あ
る
か
ら
、
も
し
株
主
名
簿
上
の
株
主
が
除
権
判
決
取
得
者
と
異
な
る
と
き

は
、
そ
の
判
決
で
も
っ
て
名
義
書
換
を
請
求
で
き
、
同
時
に
自
己
名
義
の
株
券
の
交
付
を
請
求
で
き
る
。
株
主
名
簿
上
の
株
主
が
株
券
を
喪

失
し
、
後
に
除
権
判
決
を
取
得
し
た
と
き
は
、
株
主
名
簿
の
書
換
を
請
求
す
る
必
要
は
そ
も
そ
も
な
い
か
ら
問
題
が
な
い
。
株
券
譲
受
後
、

株
主
名
簿
の
名
義
書
換
前
に
喪
失
し
、
後
に
除
権
判
決
を
取
得
し
た
場
合
、
す
な
わ
ち
除
権
判
決
の
取
得
者
が
株
主
名
簿
上
の
株
主
で
な
い

と
き
は
ど
う
か
。
第
一
説
は
除
権
判
決
取
得
者
が
獲
得
し
た
資
格
に
変
り
は
な
い
と
し
て
、
判
決
を
も
っ
て
す
る
名
義
書
換
の
請
求
を
認
め

初
w

第
二
説
は
こ
の
場
合
一
般
に
判
決
取
得
者
が
実
質
的
権
利
者
で
あ
る
こ
と
の
立
証
を
要
す
る
と
す
硝
ド
第
三
説
は
、
喪
失
中
除
権
判
決

個)
ま
で
に
他
の
第
三
者
に
よ
る
名
義
書
換
が
な
か
っ
た
と
き
と
、
そ
れ
が
あ
っ
た
と
き
と
に
分
け
、
前
者
の
場
合
に
は
除
権
判
決
を
も
っ
て
直
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ち
に
名
義
室
毘
授
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
後
者
の
場
合
に
は
判
決
取
得
者
は
そ
の
実
質
的
権
利
を
証
明
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
九

d
。
第
二

説
、
第
三
説
で
実
質
的
権
利
を
証
明
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
す
る
と
き
、
除
権
判
決
取
得
者
は
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
の
同
意
を
得

て
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
得
ら
れ
な
い
場
合
は
こ
の
者
を
被
告
と
し
て
、
判
決
取
得
者
が
株
主
で
あ
る
こ
と
の
確
認
判
決
ま
た
は
株
券
引
渡
の

と
ま
で
主
張
す
る
も
の
で
も
な
い
。
除
権
判
決
が
株
券
の
所
持
に
代
る
資
格
を
与
え
る
と
解

給
付
判
決
を
別
に
取
得
す
る
こ
と
を
要
す
る
、

し
、
ま
た
流
通
面
で
の
資
格
と
会
社
に
対
し
株
主
権
を
主
張
す
る
た
め
の
資
格
と
は
、
株
主
名
簿
の
名
義
書
換
の
点
で
流
通
面
の
そ
れ
に
お

い
て
一
致
す
る
と
芳
え
る
限
り
、
第
二
説
、
第
三
説
が
実
質
的
権
利
の
証
明
を
要
す
る
と
す
る
こ
と
は
、
資
格
に
つ
い
て
強
弱
の
あ
る
二
種

の
も
の
を
認
め
る
こ
と
で
、
理
解
し
拘
げ
。
た
だ
第
一
一
一
説
に
お
け
る
後
の
場
合
、
す
な
わ
ち
喪
失
中
、
除
権
判
決
前
に
第
三
者
が
株
主
名
簿
の

有価証券の除権判決について

名
義
書
換
を
し
た
場
合
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
者
に
与
え
ら
れ
た
株
券
は
こ
の
第
三
者
の
名
義
に
な
っ
て
い
る
(
商
法
四
九
八
条
一

項
一
一
号
参
照
)
の
に
対
し
て
、
除
権
判
決
取
得
者
が
無
効
宣
言
を
得
た
株
券
は
、
右
第
三
者
よ
り
以
前
に
株
主
名
簿
上
に
株
主
と
し
て
記

載
さ
れ
て
い
た
者
の
名
義
の
株
券
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
私
見
は
、
次
述
の
よ
う
に
株
主
名
簿
の
名
義
書
換
が
あ
っ
た
場
合
に
同
時
に
株

券
上
の
名
義
も
書
換
え
ら
れ
れ
ば
、
物
理
的
に
同
一
の
紙
片
が
利
用
さ
れ
て
も
、
公
示
催
告
さ
れ
て
い
る
株
券
と
は
法
律
上
別
の
も
の
と
な

り
、
除
権
判
決
は
株
券
上
名
義
書
換
さ
れ
た
も
の
に
及
ば
な
い
と
解
す
る
が
、
第
三
説
に
お
い
て
は
こ
れ
を
否
定
す
る
も
の
が
あ
泌
v

し
た

が
っ
て
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
記
名
株
券
に
つ
い
て
喪
失
後
、
除
権
判
決
ま
で
の
善
意
取
得
者
は
排
斥
さ
る
か
否
か
と
い
う
議
論
も
、
除
権
判

決
ま
で
に
株
主
名
簿
の
名
義
書
換
が
あ
っ
た
が
、
会
社
は
株
券
上
の
名
義
書
換
も
す
る
こ
と
な
く
、
名
義
が
元
の
ま
ま
の
株
券
を
株
主
名
簿

の
名
義
書
換
請
求
者
に
返
還
し
た
と
い
う
特
殊
な
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
も
、
返
還
さ
れ
た
株
券
は
無
効
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

株
主
名
簿
の
書
換
請
求
を
受
け
た
会
社
は
、
そ
の
た
め
に
提
出
さ
れ
た
株
券
に
代
え
て
新
株
券
を
交
付
し
て
提
出
株
券
を
廃
棄
処
分
に

し
、
ま
た
は
費
用
節
約
の
た
め
に
提
出
株
券
上
の
名
義
人
を
抹
消
し
て
請
求
者
の
名
義
に
書
換
え
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
る
(
商
法
四
九
八
条
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説

番
号
が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
一
致
し
て
も
、

喪
失
中
除

一
項
一
一
号
参
照
)
。
代
り
株
券
が
発
行
さ
れ
る
前
者
の
場
合
は
、
た
と
え
記
号
、

権
判
決
前
に
、
株
券
の
分
割
、
併
合
が
あ
っ
て
新
株
券
が
出
さ
れ
た
場
合
ゃ
、
株
券
の
同
一
性
を
失
わ
な
い
程
度
の
汚
損
、
段
損
が
あ
っ
て

論

株
主
の
要
求
に
応
じ
て
新
株
券
に
代
え
た
場
合
と
同
じ
く
、
公
示
催
告
中
の
株
券
と
の
物
理
的
同
一
性
を
問
題
に
す
れ
ば
も
ち
ろ
ん
、
ま
た

同
一
性
の
認
識
可
能
性
か
ら
い
っ
て
も
株
券
上
の
株
主
名
義
は
変
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
公
示
催
告
さ
れ
た
株
券
が
除
権
判
決
に
よ
っ

て
無
効
と
さ
れ
て
も
、
判
決
は
代
り
株
券
に
は
及
ば
な
い
。
提
出
株
券
上
の
名
義
人
を
抹
消
し
、
請
求
者
の
名
義
を
記
載
し
た
後
者
の
場
合

は
、
証
券
は
物
理
的
に
同
一
で
あ
り
、
か
つ
同
一
性
の
認
識
可
能
性
も
な
く
は
な
い
か
ら
、
除
権
判
決
は
右
株
券
に
及
ぶ
と
解
す
る
説
も
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
旧
株
券
を
利
用
し
て
も
、
新
た
な
名
義
人
の
氏
名
を
株
券
に
記
載
し
て
会
社
が
こ
れ
を
認
証
す
れ
ば
、
そ
れ
は
請
求

者
名
義
の
新
株
券
を
発
行
す
る
こ
と
を
省
略
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
物
質
的
に
は
旧
券
で
あ
る
が
法
律
的
に
は
新
券
で
あ
る
と
し

て
、
旧
券
の
除
権
判
決
は
新
券
に
及
ば
な
い
と
の
説
が
あ
る
。
後
説
は
認
証
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
明
ら
か
で
な
い
が
、
記
名
株
券
の
株
主

名
義
を
誰
と
す
る
か
は
発
行
会
社
の
意
思
表
示
の
一
内
容
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
証
券
と
し
て
は
法
的
に
別
な
も
の
に
な
っ
た
と
解
す

る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
が
取
引
観
念
に
も
合
致
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
株
券
上
の
名
義
書
換
に
つ
い
て
、
会
社
が
株
券
用

紙
の
費
用
を
節
約
し
た
か
否
か
で
、
法
律
効
果
が
変
わ
る
と
い
う
の
は
お
か
し
い
。

無
記
名
株
券
に
つ
い
て
は
対
会
社
に
お
け
る
資
格
は
、
株
券
の
会
社
へ
の
供
託
で
あ
っ
た
(
商
法
二
二
八
条
、
二
三
九
条
二
項
)
。

〔
鋪
V

判
決
を
得
た
も
の
は
株
券
の
再
発
行
を
受
け
ず
に
、
判
決
正
本
を
供
託
し
て
株
主
権
を
行
使
で
き
る
か
。
肯
定
す
る
説
も
あ
る
が
、
ま
ず
株

券
の
再
発
行
を
受
け
(
商
法
ニ
コ
一

O
条
二
項
)
、
そ
の
株
券
を
供
託
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

除
権
判
決
を
得
た
者
は
、
無
効
と
さ
れ
た
有
価
証
券
の
再
発
行
を
求
め
う
る
か
否
か
は
、
実
体
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
に

争
い
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
定
め
と
し
て
は
、
わ
が
国
で
は
商
法
二
三

O
条
二
項
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
証
券
が
長
期
に
わ
た
り
存
続
す
る

(五)
も
の
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
訴
記
名
社
債
に
つ
い
て
は
、
投
資
資
金
の
回
収
の
た
め
に
そ
の
必
要
性
が
あ
る
(
国
債
一
一
関
ス
ル
法
律
五
条
、

北法31(3-4・II'80)1466 
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六
条
、
入
条
参
照
)
。
喪
失
旧
券
は
除
権
判
決
に
よ
り
無
効
と
な
る
か
ら
、

も
、
判
決
取
得
者
に
そ
の
請
求
権
が
あ
る
と
い
う
に
は
、
や
は
り
実
定
法
上
の
根
拠
を
欠
く
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
再
発
行
請
求
権
で
問

題
と
さ
れ
た
の
は
、
白
地
手
形
に
つ
い
て
除
権
判
決
を
得
た
者
は
、
債
務
者
に
対
し
て
再
発
行
を
請
求
で
き
る
か
で
あ
る
。
紙
数
の
関
係
上

(
U〉
〔

必

〉

詳
論
は
避
け
る
が
、
判
例
は
こ
れ
を
否
定
し
、
さ
ら
に
手
形
外
で
白
地
補
充
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
し
て
も
白
地
補
充
の
効
力
を
生
じ
な
い

ハ

的

問

)

ハ

ω〉

と
す
る
。
正
当
と
思
う
。

社
債
発
行
会
社
が
任
意
に
行
な
う
こ
と
は
か
ま
わ
な
い
け
れ
ど

有価証券の除権判決につユて

(
1
)
C
5
8
2印
字
〉
F
E
E
-
4〈
白
口
宮
町
]
伺
白
星
回

(HSC-
〉ユ・

8
〉

5
・仏・

(

2

)

松
岡
・
前
掲
一
八
二
頁
、
二

O
八
頁
、

g
n
E
1』
o
g
p
回e

白・

0
・・町

HCH∞
〉
ロ
B
-
-
N
-
者
-onNOHor-
白・胆・

0
・明

HCH∞
〉
ロ
戸
〉
国

r・

∞
E
自
σ伊
n
y
i
F
2
8円r
R
r
i〉
g
R
T
Z
R仲間同国ロロ・胆・凹

eo--
四

回

O戸
∞
〉
ロ
5
・
H-
出
色
-
4
司回
m-
世田・

0
・
ω
・申吋・

(
3
〉
。
『
E
Y
E
-
白・白・

0
・
ふ
-N寸
D
h
ω
S
E
r
-
ω
H
E
N
-
:
0・
・
〉
三
由
。
〉
E
-
E
F
-
-邑
m
L
B・。・・

ω
-
U
N
ヨ
開
R
O
E
-
同
・
担
。
-wmHOH∞

〉
ロ
ヨ
-
〉
同
ダ
∞
g
g
g
n
r
l白
色
白
司
自
由
E-
巧刊
nr白色
m
g
o
R
己
昆
∞
nrnnrmgoHNHN・
〉
Z
2
・
(
岡
田
叶
∞
〉
岨
〉
円
円
・

2
H
N
E
ω
・
開
B
o
n
n
o
g
T

「
各
自
由
ロ
戸
田
・
F
・
O
・-ω-
∞
日
仏
が
ハ
無
効
宣
言
さ
れ
た
証
券
の
〉
所
持
人
は
債
権
を
失
う
と
す
る
の
も
こ
の
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
ぐ
間
-
・

ι胆N
出
口
E
H
吉田
2
1

Z
R
F
E宮
町
ぬ
・
目
・
田
・

0
・・仰

MM∞
〉
ロ
5
・h
p

(

所
持
人
式
債
務
証
書
が
設
格
的
証
券
だ
か
ら
と
い
う
の
は
疑
問
だ
が
。
)

(

4

)

最
判
昭
和
二
九
・
二
・
一
九
民
集
八
巻
二
号
五
二
三
頁
。

(

5

)

中
間
・
前
掲
五
四
頁
、
山
木
戸
・
前
掲
三

O
四
頁
。
除
権
判
決
だ
け
の
譲
渡
、
す
な
わ
ち
資
格
の
譲
渡
と
い
う
こ
と
に
、
充
分
な
理
論
的
根
拠
を
与

え
る
こ
と
は
、
恐
ら
く
困
難
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
(
河
本
・
前
掲
講
座
八

O
四
頁
)
と
の
批
判
も
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
「
資
格
の
譲
渡
」
と
い
わ
れ

る
問
題
と
は
別
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
し
(
〈
四
?
の
2
8
5・
由
回

0
・・

ω
-
s
ε
、
そ
の
譲
渡
は
法
的
意
味
で
の
譲
渡
(
〉
Z
B
Eロ
巴
で
は
な
く
、

除
権
判
決
に
よ
っ
て
無
権
利
者
が
作
り
出
し
た
資
格
(
権
利
者
と
し
て
指
し
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
具
体
的
に
は
証
券
の
所
持
に
代
る
除
権
判
決
)
を

真
の
権
利
者
に
作
っ
て
や
る
こ
と
の
意
味
に
す
ぎ
な
い
。
忌
mm-w
曲・白・

0
・
(
穴
0
8
5
g
s
c・
〉
己
申
立
・

3
N
Z・MMU-NN品・

(

6

)

』同
g
z
-
胆-胆・

0
・
(
d
〈
柑
叶
神
宮
司
百
開
〉
・

ω・
8
9
ω
gロゲ
l
g
gロ
N-
田
-E
。
・
・
〉
ユ
・

8
〉ロ
5
9
E
H
M個目
内

I
C
5
3・
胆
曲
・
。
・

ω
E
0・
一
河
本
・

前
掲
講
座
八

O
入
一
奥
以
下
。
鈴
木
・
前
掲
一
一
山
九
五
頁
。

(

7

)

当

5
G
O
E
r
-
凹・白・

0
・
m
g
H∞
〉
田
宮
〉
同
『
一
注
目
「
白
田

0
・
〉
円
寸
坦
叶
ゲ
ミ
N
Z
N
N
P
な
お
、

z
o
Z毛
布
は
不
当
利
得
の

m
∞
同
町
田
C
∞
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説

と
明
忠
岡
田
。
切
(
わ
が
民
法
二
四
八
条
に
相
当
〉
の
基
礎
に
あ
る
法
思
想
に
基
づ
く
と
す
る
。

(

8

)

回目ロ
B
r陪円
r
z
m
L
2
5
0日
ニ
回
目
由
。
。
・
〉
吋
寸
申
{
)
同
州
ι出

ω一河刊
E
o
E
H
l
N
c
=ロ刊
F
白・釦・

0
・・

ω
・
ωAF・

(

9

)

判
決
取
得
者
が
た
と
え
ば
盗
取
者
で
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
善
意
取
得
者
が
保
護
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
被
盗
取
者
が
権
利
を
回
復
す
る
の

か
は
問
題
が
あ
る
。
三
註
(
印
)
参
照
。

(
山
川
)
竹
田
・
前
掲
商
法
の
理
論
と
解
釈
六
九
六
頁
以
下
、
松
岡
・
前
掲
一
八
一
一
貝
以
下
、
中
田
・
前
掲
五
四
頁
以
下
、
鈴
木
・
前
掲
一
四
九
五
頁
以
下
、

大
凋
健
一
郎
「
株
券
に
関
す
る
除
権
判
決
の
効
果
」
法
学
論
議
六

O
巻
四
号
一
一
一

O
頁
、
大
関

l
今
井
・
前
掲
三
三
八
頁
以
下
、
大
森
忠
夫
「
株
券
に
関

す
る
除
権
判
決
の
効
果
」
民
商
法
雑
誌
三
一
巻
一
号
一

O
九
頁
以
下
、
小
橋
一
郎
「
株
券
の
公
示
催
告
・
除
権
判
決
と
善
意
取
得
」
商
法
の
争
点
五
五

頁
、
等
。
上
柳
克
郎
「
株
券
の
除
権
判
決
」
商
、
法
の
判
例
第
三
版
四
九
頁
も
同
旨
か
。

E
s
r
r
曲・由・

0
・
〈
巧
R
H句
者
百
四
Y
ω

由
ω由
良
一

g
g
m
n

白
血
、

0.、
ω・由
UNU
戸田円刊ロ
N-F目
r司
σロロ
rι
刊凹

ω
n
r
z
E
B
n
F宮、

N-
∞品
-H0・
〉
ロ
『
F
(岡山出口可
N)ω
・印加申・

(
日
〉
並
木
俊
守
「
株
券
喪
失
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
日
本
法
学
二

O
巻
四
号
三
四
六
頁
以
下
、
河
本
・
前
掲
講
座
八

O
ニ
頁
以
下
、
山
木
戸
・
前
掲
三
九
六

百
同
以
下
、
高
烏
・
前
掲
二
一
八
頁
以
下
、
小
川
・
前
掲
六
一
八
頁
以
下
、
石
井
l
鴻
・
前
掲
二
一

O
頁
、
田
中
・
前
掲
二
九
一
一
貝
以
下
、
西
原
寛
一
・

会
社
法
(
商
法
講
義

E
)
一
二
三
一
良
、
大
塚
市
助
「
株
券
の
除
権
判
決
」
商
法
演
習

I
八
六
頁
以
下
、
平
出
慶
道
「
手
形
の
喪
失
」
演
習
商
法
(
手

形
小
切
手
〉
一
二
七
頁
以
下
、
高
窪
利
一
「
手
形
の
喪
失
と
権
利
の
行
使
」
法
学
教
室
〈
第
二
期
〉
一
二
号
一
一
四
頁
以
下
、
平
田
伊
和
男
「
除
権
判

決
」
会
社
法
判
例
百
選
(
第
三
版
)
五
三
頁
、
等
o

∞2
5
r
2
F
1同
氏
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由
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・
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ユ
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S
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l
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u
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ω
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E
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5
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5
0
5
R
曲
目

O
w
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芯
〉
ロ
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由・

(
ロ
)
河
本
・
前
掲
講
座
八

O
九
頁
。

U
U
コロ
m
2
Z
R
v
g
E『ぬ・回-回・
0
・唱曲

MN∞
〉
ロ
B
A
F
U
O包
O耳
l
z
o
-
Eロ
r
g
-
胆回目

0
・
叩
怠
〉
ロ
ヨ
タ

。
o
eロ
者
HFOE--
匝

-
P
O
-
-
〉ロ
S

T
穴
o-口四円相内
O
B
B
g
gア
由
・
回
・

0
・
ム
ロ

Z
ロ
B
・申・

(
日
)
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
二
条
一
号
、
三
条
一
項
、
別
表
第
一
、
二
ハ
項
の
手
数
料
六

O
O円
と
、
官
報
に
掲
載
す
る
費
用
と
、
権
利
の
申

立
が
あ
っ
た
と
き
の
通
知
な
ど
の
た
め
の
切
手
。
一
二
戸
岡
・
前
掲
鈴
木
ほ
か
会
社
法
セ
ミ
ナ
ー
一
七
二
頁
。

(
日
比
〉
反
対
、
大
橋
光
雄
「
株
券
の
除
権
判
決
」
商
法
学
の
苦
闘
六
一
頁
。

(
什
山
)
守
口
D
r
r
p
p
O
ハ
話
。
可
否
告
芯
円
。
〉
・

ω
ω
s
h
h
・
(
の
E

E江田〉

ω
ミ
を
意
訳
し
た
。
大
森
・
前
掲
一

O
九
頁
以
下
も
同
旨
で
あ
る
が
、
た
だ

。
遡
及
効
を
認
め
な
い
点
が
異
な
る
。

論
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有価註券の除権判決について

(
日
〉
河
本
・
前
掲
講
座
八
二
二
一
貝
註
(
一
三
〉
。

〈
げ
〉
同
旨
、
鈴
木
・
前
掲
一
四
八
六
頁
、
前
田
庸
・
前
掲
一
九
二
頁
。
反
対
、
河
本
・
前
掲
七
九
六
頁
、
山
木
一
戸
・
前
掲
三
九
二
頁
、
除
権
判
決
を
な
す

べ
き
公
示
催
告
期
日
に
お
い
て
は
証
明
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

〈
mv
山
木
戸
・
前
掲
三
八
入
頁
。
向
・
四

O
O頁
は
、
』
胆
S
E
は
「
む
し
ろ
公
示
催
告
手
続
な
い
し
除
権
判
決
が
或
は
存
す
べ
き
善
意
取
得
者
の
権
利

を
除
斥
し
て
申
立
人
に
資
格
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
と
解
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
o
」
と
さ
れ
る
。
公
示
催
告
手
続
が
善
意
取
得
者
を

排
除
す
る
こ
と
の
み
が
目
的
な
の
で
は
な
い
。

(

ω

)

鈴
木
・
前
掲
一
四
九
六
頁
。

(
m
m

〉
上
柳
・
前
掲
五

O
頁。

〈
幻
)
特
別
の
法
律
規
定
が
な
い
以
上
、
返
還
行
為
が
あ
る
と
み
な
し
て
も
、
そ
の
行
為
に
は
法
的
原
因
合
同

5
回
)
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
と
り
あ
え
ず
拙
稿
「
原
因
関
係
と
人
的
抗
弁
」

L
A
W
S
C
H
O
O
L
一
八
号
四
五
頁
以
下
参
照
。
ま
た
返
還
し
た
と
向
様
と
さ
れ
る
者

が
、
善
意
取
得
者
の
承
継
取
得
者
で
あ
る
と
き
を
想
起
さ
れ
た
い
。

(
詑
)
小
川
・
前
掲
六
一
九
頁
以
下
。

(
お
)
上
柳
・
前
掲
四
九
真
。

周
知
の
よ
う
に
、
善
意
取
得
は
ゲ
ル
マ
ン
法
の

Z
S
ι
唱
曲

r
s
z
g
L
に
由
来
す
る
が
、
そ
の
祖
国
で
あ
る
ド
イ
ツ
の
民
事
訴
訟
法
の
立
法
過
程

に
お
い
て
、
草
案
理
由
書
の
除
機
判
決
の
積
極
的
効
力
に
関
す
る
部
分
で
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
喪
失
後
の
善
意
取
得
者
が
排
除

さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
該
当
す
べ
き
場
所
を
探
し
て
み
た
が
何
の
記
述
も
見
当
ら
な
か
っ
た
(
出
白
r
p
白・但・

9
・
ω
怠
叶
?
∞
窓
ア
宏
N
・

5
E
同
E

・
M
M
S
-
A
F
自
由
・
己
申
・
当
・
〉
。
手
続
の
効
果
は
、
証
券
が
無
効
と
宣
言
さ
れ
、
か
つ
申
立
人
が
義
務
者
に
対
し
て
証
券
か
ら

(
Bろ
の
権
利

を
行
使
す
る
権
利
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
制
限
さ
れ
る
。
そ
の
他
で
は
、
申
立
人
と
証
書
に
つ
い
て
(
由
民
)
優
等
す
る
権
利
を
有
す
る
第
三
者
と
の

間
の
法
律
関
係
は
影
響
を
受
け
な
い
。
そ
し
て
、
不
知
の
(
届
出
な
い
)
証
券
の
所
持
人
の
排
除
お
よ
び
全
て
の
不
知
の
権
利
者
の
権
利
の
排
除
と
い

う
、
そ
れ
以
上
の
効
果
を
与
え
る
プ
ロ
イ
セ
ン
草
案
を
排
し
て
、
そ
の
よ
う
な
効
果
を
与
え
る
こ
と
は
何
の
必
要
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
手
続
の
唯
一

の
契
機
で
あ
る
証
言
の
授
失
は
、
申
立
人
が
実
際
に
託
書
に
関
し
て
喪
失
前
と
同
じ
よ
う
に
処
分
で
き
る
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
止
揚
さ
れ
る
か

ら
O
i
-
-
一
般
に
義
務
者
に
対
す
る
資
格

(
F
o
m
E
自
主
D
ロ
)
に
関
し
て
:
:
・
(
積
極
的
効
力
に
関
す
る
規
定
)
に
か
か
わ
ら
ず
、
何
の
排
斥
も
生
じ

な
い
・
:
:
。
白
血
r
p
白・担・

0EU

∞-A
H

∞
吋
『
・
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
河
本
・
前
掲
講
座
八
一
四
頁
註
(
一
四
)
参
照
。
こ
こ
に
い
う
資
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説

格
は
行
使
権
限
ま
た
は
処
分
権
限
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
河
本
・
同
所
参
照
。

(
担
)
小
橋
・
前
掲
五
五
頁
。

〈
お
)
遡
及
効
を
承
認
す
る
守
口
Dσ
「

同

居

0
・
(
巧
2
苦

3
w
s
y
ω
ω
8
5谷
和
田
・
〉
ロ

g
a
p
は
、
善
意
取
得
者
は
排
除
さ
れ
な
い
と
す
る
と
次
の

不
都
合
が
生
じ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
除
権
判
決
取
得
者
は
無
権
利
者
と
し
て
給
付
を
拒
ま
れ
、
善
意
取
得
者
は
資
格
が
な
い
と
し
て
給
付
を
拒
ま

れ
、
結
局
債
務
者
は
そ
の
双
方
へ
の
給
付
を
免
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
判
決
取
得
者
は
最
終
の
所
持
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
善
意
取
得
し
た
〈
と
称
す

る
)
者
は
除
機
判
決
に
至
る
ま
で
証
券
上
の
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
判
決
取
得
者
は
こ
の
考
に
対
抗
で
き
る
か

ら
、
こ
の
者
(
自
称
善
意
取
得
者
)
は
判
決
取
得
者
か
ら
資
格
を
も
ら
う
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
と
す
る
。

(
お
)
大
隅
・
前
掲
一
二

O
頁
以
下
。
上
柳
・
前
掲
四
九
頁
参
照
。

(
幻
〉
大
隅
今
井
・
前
掲
三
三
八
頁
以
下
。

(
お
)
最
判
昭
和
四
七
・
四
・
六
民
集
二
六
巻
三
号
四
五
五
頁
。

(
同
日
)
反
対
、

v
n
o
r
r
白・白・

0
・
(
当

0
3喜
一
向
白
)
・

ω・
ω忠
岡
町
ニ
河

O
E
O
-仏門
INu--
ロ
R
白・白・

0
・・

ω-U仏
祖
国
H
M
o
n
r
n
g
R
-師
、
世
田
・

0
・
Z
H・
2
5円
rl

。
自
民
一
回
は
、
本
文
の
説
は
一
つ
の
権
利
が
判
決
取
得
者
と
、
第
三
者
ハ
喪
失
後
に
善
意
取
得
し
た
者
)
と
の
聞
に
分
属
す
る
こ
と
に
な
る
と
批
判
す

る
。
同
旨
、
並
木
・
前
掲
三
四
五
頁
以
下
。

〈
叩
山
)
竹
田
・
前
掲
六
九
八
頁
、
中
田
・
前
掲
五
五
頁
、
平
出
・
前
掲
一
三

O
頁

o
T
E
E
-
白・白・

0
・
(
巧
2
G
8
5
0
y
ω
h
c
c
u
白ロ
2
r
!の
S
R
F

回目印・

0.ω
・
H
ω
0
・

(
幻
〉
山
木
戸
・
前
掲
四

O
一
二
一
貝
以
下
、
』
間
mmr
回・胆・

0
・
(
穴
O
B
B
g
g同
)
噛
〉
ユ
・
申

2
・
S
N
Z
-
M
O白
・
反
対
、
平
出
・
前
掲
一
二
五
頁
。

(
お
)
坂
井
芳
雄
「
架
橋
説
批
判
」
裁
判
手
形
法
(
増
補
)
九
一
頁
以
下
参
照
。

(
お
)
除
権
判
、
決
に
対
す
る
不
服
の
訴
(
民
事
訴
訟
法
七
七
四
条
)
の
請
求
認
容
の
判
決
は
除
権
判
決
を
取
消
す
(
民
事
訴
訟
法
七
八
四
条
三
項
)
。
取
消
判

決
の
前
で
あ
れ
ば
証
券
義
務
者
は
本
文
の
よ
う
に
悪
意
、
重
過
失
な
き
限
り
除
権
判
決
取
得
者
へ
の
給
付
で
免
責
さ
れ
る
が
、
取
消
判
決
後
で
あ
れ
ば

除
権
判
決
は
効
力
を
失
う
か
ら
、
こ
の
免
責
を
受
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
除
権
判
決
が
そ
の
消
極
的
効
力
に
つ
き
対
世
効
を
有
す
る
形
成

判
決
だ
と
す
る
と
、
取
消
判
決
も
対
世
効
を
有
す
る
と
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
理
論
的
に
は
困
難
な
問
題
を
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
中
国
・

前
掲
五
五
頁
は
、
債
権
の
準
占
有
者
に
対
す
る
弁
済
に
関
す
る
民
法
四
七
八
条
を
ひ
き
、
取
消
判
決
を
知
ら
な
い
限
り
免
責
を
認
め
る
ド
イ
ツ
民
事
訴

訟
法
一

O
一
八
条
二
項
と
同
じ
結
果
を
承
認
す
る
。
な
お
、
五
参
照
。

論
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有価証券の除権判決について

(
悦
)
こ
こ
で
は
株
主
に
つ
い
て
の
み
考
察
し
て
い
る
。
質
権
者
に
つ
い
て
は
三
参
照
。

〈
お
〉
も
し
、
株
券
の
除
権
判
決
の
効
果
が
株
券
の
再
発
行
請
求
権
に
尽
き
る
と
す
る
と
株
券
の
譲
渡
が
裏
書
ま
た
は
譲
渡
証
書
で
行
な
わ
れ
て
い
た
、
昭

和
四
一
年
改
正
前
商
法
で
は
、
理
論
的
に
困
難
な
問
題
が
生
ず
る
。
再
発
行
請
求
を
受
け
た
会
社
は
、
他
人
た
る
譲
渡
株
主
の
裏
書
ま
た
は
譲
渡
証
書

作
成
と
い
う
意
思
表
示
を
代
っ
て
行
な
う
こ
と
は
、
法
律
的
に
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
M
d
u
z『

507出
血
ロ
宮
与

R
m
L
-
m・
o・-閣
N
N
∞
〉
ロ
B
-
P
C
包
2
1
E
E
n
r
o
p
p
白
・
。
・
・
叩

g
〉ロ
S

N

同
・
。
o
p
iぎ
]Esr
担
問
・

0
・

即

叶

N

〉ロ
5
・
何
回

g
s
r
R
F
l国
C
R
r・
〉
宮
円
四
ロ
唱
曲
。
件
N

・
Z-
〉口問戸

(
5
2
Y
闇

叶

N

〉ロ
B
・
日
・
ロ
担
∞
凸
凹

g
w
叩ハ
o
Z
R
宍
O
B目。ロ
S
ア
胆
-
m
w
-

。・・

叩

叶

N

〉ロ
5
・
由
-

(
幻
)
鈴
木
「
株
券
の
除
権
判
決
」
私
法
九
号
四
二
頁
註
(
一
〉
、
問
中
・
前
掲
二
九
二
頁
、
大
隅
1

今
井
・
前
掲
三
三
九
頁
。

(
お
)
松
田

l
鈴
木
・
前
掲
一
七
八
頁
以
下
(
な
お
、
先
ず
再
発
行
を
受
け
、
次
で
実
質
的
権
利
を
立
証
し
て
名
義
書
換
と
い
う
て
石
井
!
鴻
・
前
掲
二

-
O頁
以
下
、
大
隅
健
一
郎
・
全
訂
会
社
法
論
上
二
七
六
頁
以
下
。

(
鈎
)
河
本
・
前
掲
講
座
八

O
六
頁
以
下
、
小
川
・
前
掲
六
一
七
頁
以
下
、
官
同
烏
・
前
掲
二
二
五
頁
以
下
。

(
幼
)
河
本
・
前
掲
講
座
八

O
七
頁
。

(

H

U

)

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
あ
る
い
は
次
の
よ
う
な
議
論
も
導
く
の
か
も
し
れ
な
い
。
株
主
名
簿
の
記
載
は
株
券
所
持
の
反
映
に
し
か
過
ぎ
な
い
と
解

し
ハ
鈴
木
・
前
掲
講
座
一
四
八
三
頁
註
ハ
五
〉
。
し
か
し
、
名
義
書
換
が
全
然
念
頭
に
な
い
投
機
株
主
を
想
起
す
れ
ば
(
名
義
書
換
の
自
由
)
、
余
り

に
技
巧
的
な
説
明
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
て
か
つ
本
文
の
よ
う
に
除
権
判
決
に
よ
っ
て
喪
失
中
の
善
意
取
得
者
は
株
主
権
を
奪
わ
れ
な
い

と
し
て
、
除
権
判
決
が
あ
り
か
つ
喪
失
中
の
善
意
取
得
者
が
名
義
書
換
を
終
っ
て
い
た
と
き
は
、
会
社
に
対
す
る
資
格
者
は
二
人
と
な
り
(
並
木
・
前

掲
三
四
八
頁
〉
、
権
利
が
善
意
取
得
者
に
属
す
る
と
き
は
、
善
意
取
得
者
は
会
社
に
対
し
、
株
券
の
再
発
行
お
よ
び
株
主
名
簿
の
名
義
書
換
を
(
も
し

除
機
判
決
取
得
者
が
名
義
書
換
済
の
と
き
は
)
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
石
川
官
一
照
「
株
券
の
除
権
判
決
」
政
経
研
究
(
日
本
大
学
)
五
巻
二
号
-

九
九
頁
以
下
。

(
必
)
河
本
・
前
掲
注
釈
会
社
法
四
四
二
頁
。

(
円
削
〉
河
本
・
前
掲
講
座
八
一
二
項
註
(
九
〉
、
鈴
木
・
前
掲
講
座
一
四
九
二
頁
、
小
川
・
前
掲
六
二
囚
頁
註
三
一
)
。

(
U
H
)

河
本
・
前
掲
注
釈
会
社
法
四
四
二
頁
、
小
川
・
前
掲
六
二
四
頁
注
(
三
)
、
高
烏
・
前
掲
二
二
四
頁
以
下
、
上
柳
克
郎
「
株
券
不
所
持
制
度
の
若
干

の
問
題
」
法
学
論
叢
八
二
巻
二
・
三
・
四
三
九
頁
註
〈
7
)
、
大
隅

l
今
井
・
前
掲
三
号
三
入
頁
。
な
お
、
昭
和
四
一
年
の
商
法
改
正
に
よ
り
記
名
株
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説

券
が
無
記
名
証
券
と
な
り
、
株
券
上
の
名
義
が
従
来
の
よ
う
な
法
的
意
義
が
失
わ
れ
た
こ
と
も
理
由
と
さ
れ
る
。

(
必
)
鈴
木
・
前
掲
講
座
一
四
九
二
頁
、
竹
内
昭
夫
・
東
京
大
学
商
法
研
究
会
商
事
判
例
研
究
昭
和
三
七
年
度
三
八

O
頁
以
下
。
同
じ
結
論
を
、
株
主
名
簿

の
名
義
書
換
に
よ
っ
て
、
提
出
株
券
に
よ
る
権
利
行
使
は
終
了
し
て
い
る
と
し
て
、
導
く
説
も
あ
る
。
小
橋
・
前
掲
五
五
頁
。

(必

)
U
Eロ
加
。
?
出
回
口

r
g
E円
m-
白

血

0
・・
m
M
M
∞
〉
ロ
B
・
台
。
。

epd弓庄和
E
r
p
凹

0
・
叩
詰
〉
ロ
5
・∞・

(
幻
〉
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
竹
田
・
前
掲
六
八
三
頁
以
下
、
河
本
・
前
掲
民
商
法
雑
誌
四
九
頁
以
下
、
平
出
・
前
掲
一
三
一
頁
以
下
等
参
照
。

(
錫
)
最
判
昭
和
四
三
・
四
・
一
二
民
集
二
二
巻
四
号
九
一
一
一
貝
、
最
判
昭
和
五
一
・
四
・
八
民
集
三

O
巻
三
号
一
八
三
頁
。

(
川
叩
)
最
判
昭
和
四
五
・
ニ
・
一
七
判
例
時
報
五
九
二
号
九
O
頁
、
註
(
必
)
の
最
判
昭
和
五
一
・
四
・
八
。

(
印
)
再
発
行
を
認
め
な
い
主
な
理
由
は
、
実
定
法
上
の
根
拠
を
欠
く
こ
と
、
再
発
行
を
認
め
て
も
、
除
権
判
決
前
に
既
に
補
充
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
記

名
株
券
の
名
義
者
換
で
述
べ
た
と
同
じ
理
由
か
ら
、
除
権
判
決
は
完
成
手
形
に
及
ば
ず
(
反
対
、
河
本
・
前
掲
民
商
法
雑
誌
五
五
頁
以
下
、
平
出
・
前

掲
一
三
一
頁
)
手
形
債
務
者
を
害
す
る
こ
と
、
及
ぶ
と
す
れ
ば
完
成
手
形
の
所
持
人
が
害
さ
れ
(
た
と
い
判
決
取
得
者
に
不
当
利
得
を
理
由
に
請
求
で
き

た
と
し
て
も
〉
取
引
の
安
全
を
害
す
る
こ
と
、
で
あ
り
、
手
形
外
の
補
充
を
認
め
な
い
主
な
理
由
は
、
除
権
判
決
は
手
形
の
所
持
に
代
る
と
い
っ
て

も
、
そ
れ
は
観
念
的
な
も
の
で
あ
り
、
現
実
に
手
形
を
所
持
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
(
反
対
、
平
出
・
前
掲
二
一
六
頁
)
で
あ
る
。

員命

五

除
権
判
決
の
消
極
的
効
力

民
事
訴
訟
法
七
八
四
条
一
項
は

「
除
権
判
決
ニ
於
テ
ハ
証
書
ヲ
無
効
ナ
リ
ト
宣
言
ス
可
シ
」
、
二
項
は
「
除
権
判
決
ノ
重
要
ナ
ル
旨
趣
ハ

官
報
又
ハ
公
報
ヲ
以
テ
之
ヲ
公
告
ス
ヘ
シ
」
と
規
定
す
る
。
除
権
判
決
は
言
渡
と
同
時
に
確
定
し
(
民
事
訴
訟
法
七
七
四
条
一
項
、
四
九
八

た
と
い
そ
れ
が
実
質
権
利
者
の
手
中
に
あ
っ
て
も
無
効
と
な
り
、

条)、

そ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
い
は
存
在
し
て
い
た
証
券
は
、

爾
後
無
効
と

さ
れ
た
証
券
に
よ
っ
て
有
価
証
券
的
に
譲
渡
(
交
付
ま
た
は
裏
書
)
し
て
も
有
価
証
券
的
な
譲
渡
と
は
い
え
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
証
券
で

は
善
意
取
得
も
起
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
を
き
か
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
証
券
義
務
者
の
公
示

北法31(3-4・JI-86)1472 



催
告
手
続
へ
の
関
与
が
制
度
的
に
保
障
さ
れ
て
い
な
い
が
、
除
権
判
決
後
、
判
決
取
得
者
が
証
券
義
務
者
に
対
し
権
利
を
行
使
す
る
前
に
、

判
決
に
よ
り
無
効
と
さ
れ
た
証
券
の
所
持
人
が
権
利
を
行
使
し
た
場
合
、
義
務
者
が
た
と
い
無
過
失
で
こ
れ
に
履
行
し
て
も
、
証
券
所
持
人

が
実
質
的
権
利
者
で
あ
っ
た
場
合
以
外
は
、
免
責
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
除
権
判
決
取
得
者
が
除
権
判
決
を
呈
示
し
た
か
、
あ

る
い
は
判
決
が
公
告
さ
れ
る
ま
で
は
、
証
券
義
務
者
に
悪
意
、
重
過
失
な
き
以
上
と
し
て
v

ま
た
は
債
権
の
準
占
有
者
に
対
す
る
弁
済
に
関

(
2
)
 

す
る
民
法
四
七
八
条
を
根
拠
と
し
て
、
義
務
者
の
免
責
を
認
め
る
説
が
あ
る
。
し
か
し
、
除
権
判
決
に
よ
り
証
書
は
対
世
的
に
無
効
と
宣
言

〈

3
〉

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
以
上
、
無
効
宣
言
が
な
か
っ
た
と
同
様
に
所
持
人
に
資
格
を
み
と
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま

(
4〉

た
民
法
四
七
八
条
は
、
ま
さ
に
本
稿
で
資
格
と
し
て
扱
っ
て
き
た
も
の
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
と
の
有
力
な
学
説
が
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て

は
も
ち
ろ
ん
有
効
な
証
券
が
前
提
さ
れ
る
か
ら
、
無
効
と
宣
言
さ
れ
た
証
券
に
つ
い
て
は
適
用
の
余
地
が
な
い
と
い
う
べ
ぎ
で
は
な
か
ろ
う

(

S

)

(

6

〉

か
。
除
権
判
決
の
公
告
は
証
券
義
務
者
の
悪
意
を
擬
制
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
公
示
催
告
の
公
告
(
民
事
訴
訟
法
七
八
二
条
)

』主、

般
第
三
者
で
あ
る
取
得
者
の
悪
意
を
擬
制
す
る
こ
と
な
く
、
具
体
的
な
取
得
者
の
悪
意
、
重
過
失
を
問
題
に
す
べ
き
で
あ
る
と
ほ
ぼ
異
論
な

く
解
さ
れ
て
い
る
の
に
、
公
示
催
告
手
続
へ
の
関
与
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
証
券
義
務
者
に
つ
い
て
は
悪
意
を
擬
制
す
る
理
由
は
、
判
然
と

有価証券の除権判決について

し
な
い
。
こ
こ
で
は
資
格
が
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
実
質
的
権
利
の
有
無
が
問
題
と
な
る
の
で
は
な
く
て
、
無
効
宣
言
さ
れ
た
証
券
の
所
持
人

の
資
格
の
有
無
が
そ
も
そ
も
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ニ
①
の
意
味
で
の
悪
意
、
重
過
失
で
は
律
し
き
れ
ず
困
難
な
問
題
で
あ
る
が
、

そ
の
類
推
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ド
訴
訟
に
お
い
て
、
相
手
方
の
権
利
主
張
を
拒
め
る
証
拠
の
持
合
せ
と
い
う
こ
と
は
芳
え
ら
れ
な
い
か

ら
、
悪
意
、
重
過
失
の
対
象
は
除
権
判
決
の
あ
っ
た
こ
と
と
な
ろ
う
。

除
権
判
決
で
無
効
宣
言
さ
れ
た
証
券
の
所
持
人
は
そ
の
者
が
実
質
的
権
利
者
で
あ
る
限
り
(
除
権
判
決
前
の
善
意
取
得
者
も
含
む
こ
と
は

前
述
)
、
無
権
利
の
判
決
取
得
者
か
ら
、
そ
の
実
質
的
権
利
に
基
づ
き
、
あ
る
い
は
証
券
の
所
有
権
に
基
づ
き
、

決
に
よ
り
証
券
義
務
か
ら
取
得
者
が
受
け
た
給
付
の
返
還
を
請
求
で
き
る
こ
と
は
前
述
し
た
(
七
三
頁
〉
。

判
決
の
譲
渡
、

ま
た
は
判

北法31(3-4・II-87)1473 



説

無
効
と
さ
れ
た
証
券
の
所
持
人
は
、
そ
の
証
券
を
有
価
証
券
法
的
に
譲
渡
で
き
な
い
か
。
前
述
の
よ
う
に
通
説
は
こ
れ
を
否
定
す
る
。
株

券
の
除
権
判
決
後
新
株
券
発
行
ま
で
の
聞
は
、
株
券
発
行
前
の
株
式
譲
渡
と
同
じ
状
態
と
解
し
ぇ
、
株
式
譲
渡
の
意
思
表
示
と
み
る
こ
と
が

(
8
)
 

で
き
る
が
、
た
だ
、
会
社
に
対
し
て
は
効
力
を
生
じ
な
い
(
商
法
二

O
四
条
二
項
)
と
す
る
説
が
あ
る
。

ヨ.
再開

そ
こ
で
再
び
、
有
価
証
券
の
公
示
催
告
手
続
に
お
け
る
除
権
判
決
の
目
的
に
戻
っ
て
検
討
し
た
い
。
そ
れ
は
証
券
の
所
持
と
い
う
資
格

(
そ
の
者
が
権
利
者
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
)
を
失
っ
た
者
に
対
し
て
、
資
格
を
回
復
し
て
や
り
、
証
券
義
務
者
に
対
し
て
権
利
行
使
が
で

(
9
)
 

き
る
よ
う
に
し
て
や
る
こ
と
で
あ
る
(
喪
失
後
除
権
判
決
ま
で
の
善
意
取
得
者
を
排
除
す
る
こ
と
で
は
な
い
)
。
そ
し
て
資
格
を
回
復
し
て

証
券
義
務
者
に
対
し
権
利
を
行
使
で
き
れ
ば
、
す
な
わ
ち
証
券
記
載
の
給
付
を
受
け
、
ま
た
は
証
券
の
再
発
行
を
受
け
れ
ば
、
喪
失
者
に
と

っ
て
必
要
に
し
て
十
分
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
証
券
喪
失
者
は
証
券
義
務
者
に
対
し
て
、
除
権
判
決
に
よ
っ
て
証
券
を
所
持
し
て
い
る
と

同
じ
く
権
利
者
と
し
て
推
定
さ
れ
、
判
決
取
得
者
が
無
権
利
で
あ
る
こ
と
を
証
券
義
務
者
が
主
張
、
立
証
し
な
い
限
り
権
利
行
使
が
で
き

(
ニ
の
資
格
②
の
う
ち
証
券
義
務
者
が
所
持
人
の
無
権
利
を
主
張
す
る
場
合
に
対
応
)
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
証
券
義
務
者
が
判
決
取
得
者
に

給
付
す
れ
ば
、
悪
意
、
重
過
失
な
き
限
り
免
責
さ
れ
る
(
ニ
の
資
格
①
に
対
応
)
こ
と
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
公
示
催
告
、
除
権
判
決
を
利
用

す
る
喪
失
者
に
と
っ
て
は
十
分
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
に
無
効
と
宣
言
さ
れ
た
証
券
で
何
が
起
ろ
う
と
、
喪
失
者
に
は
関
係
の
な
い
こ
と
で
あ

る
。
い
い
か
え
れ
ば
こ
の
資
格
の
③
は
喪
失
者
に
は
利
害
関
係
が
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
無
効
宣
言
さ
れ
た
証
券
に
つ
い
て
、
そ
の
有
価
証

券
的
性
質
の
全
て
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
は
、
喪
失
者
に
と
っ
て
は
不
要
で
あ
っ
て
、
証
券
義
務
者
に
対
す
る
資
格
が
奪
わ
れ
る
こ
と
で
必
要

に
し
て
十
分
で
か
列
。
す
な
わ
ち
喪
失
さ
れ
た
証
券
の
資
格
の
う
ち
こ
の
①
と
、
②
の
う
ち
証
券
義
務
者
が
所
持
人
の
無
権
利
を
主
張
す
る

場
合
の
効
力
を
奪
う
だ
け
で
よ
い
。
除
権
判
決
時
に
無
効
と
さ
れ
た
証
券
の
現
所
持
人
が
権
利
者
で
あ
っ
た
な
ら
、
と
い
う
こ
と
は
除
権
判

決
の
取
得
者
が
無
権
利
者
の
と
き
は
、
そ
し
て
こ
の
と
き
の
み
は
、
所
持
人
が
該
証
券
で
し
た
譲
渡
行
為
は
、
有
価
証
券
法
的
な
譲
渡
と
解

し
て
妨
げ
な
い
。
ま
た
判
決
取
得
者
が
無
権
利
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
証
券
が
無
効
宣
言
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
者
の
善
意
取
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得
ー
を
認
め
る
こ
と
に
妨
げ
は
丸
刈
。
た
だ
こ
の
除
権
判
決
後
の
善
意
取
得
者
の
得
た
証
券
は
証
券
義
務
者
に
対
す
る
資
格
が
な
く
な
っ
て
い

る
か
ら
、
義
務
者
に
対
し
て
権
利
行
使
は
で
き
ず
、
八
七
頁
に
述
べ
た
権
利
を
除
権
判
決
取
得
者
に
行
使
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
際
、

除
権
判
決
を
取
得
し
た
だ
け
で
そ
れ
に
基
づ
き
証
券
の
再
発
行
を
得
な
い
聞
は
、
証
券
義
務
者
に
対
す
る
資
格
を
回
復
す
る
に
す
ぎ
な
い
か

ら
、
流
通
面
に
お
け
る
資
格
を
回
復
す
る
由
な
く
、
無
効
宣
言
さ
れ
た
証
券
の
所
持
人
の
流
通
商
に
お
け
る
資
格
が
依
然
力
を
も
つ
の
で
、

無
効
宣
言
さ
れ
た
証
券
の
所
持
人
の
権
利
を
争
う
除
権
判
決
取
得
者
が
所
持
人
の
無
権
利
を
主
張
、
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
、
証
券
義
務
者
以
外
の
第
三
者
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
は
、
証
券
喪
失
者
の
地
位
は
、
喪
失
の
時
と
何
ら
変
ら
な
い
の
で
あ
る
(
公
示

催
告
中
に
、
所
持
人
が
証
券
を
提
出
し
て
届
出
た
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
と
き
は
公
示
催
告
手
続
は
、
申
立
人
の
取
下
げ
に
よ
り
、
取

下
げ
な
い
と
き
は
却
下
に
よ
っ
て
終
了
し
、
一
般
訴
訟
手
続
で
当
該
証
券
の
帰
属
が
争
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と
も
、
こ
の
範
囲
に
お

有価証券の除権判決について

い
て
、
喪
失
証
券
の
現
所
持
人
の
流
通
面
に
お
け
る
資
格
が
「
除
権
」
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
)
。
除
権
判
決
の
譲
渡
を
う

け
れ
ば
、
そ
の
実
質
的
権
利
に
資
格
が
備
わ
っ
て
、
証
券
義
務
者
に
対
し
て
も
権
利
行
使
が
可
能
と
な
る
。
喪
失
後
、
除
権
判
決
ま
で
の
善

意
取
得
者
に
つ
い
て
前
述
し
た
よ
う
に
(
四
七
三
頁
)
、
無
権
利
で
あ
る
除
権
判
決
取
得
者
が
証
券
義
務
者
か
ら
、
証
券
の
再
発
行
を
受
け

て
し
ま
い
、
さ
ら
に
新
証
券
で
そ
の
表
章
す
る
権
利
を
第
三
者
取
得
者
に
善
意
取
得
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
き
は
、
そ
の
反
面
と
し
て
除
権
判

決
後
の
旧
証
券
に
よ
る
善
意
取
得
者
は
権
利
を
失
う
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
除
権
判
決
の
消
極
的
効
力
は
、
喪
失
者
が
除
権
判
決
時
に
実
質
的
権
利
者
で
あ
る
と
き
に
は
、
証
券
の
も
っ
す
べ
て

の
資
格
が
奪
わ
れ
る
が
、
右
の
時
点
で
無
権
利
者
で
あ
る
と
き
に
は
証
券
の
も
つ
対
証
券
義
務
者
に
対
す
る
資
格
が
奪
わ
れ
る
だ
け
で
、
第

三
者
間
で
の
、
す
な
わ
ち
流
通
面
で
の
資
格
は
何
の
影
響
も
受
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
山
除
権
判
決
で
無
効
と
さ
れ
た
証
券
で
、
所
持

人
は
証
券
義
務
者
に
対
し
ニ
②
の
資
格
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
義
務
者
が
そ
の
よ
う
な
証
券
所
持
人
に
弁
済
し
て
も
、
一
一
①
の
資
格

を
主
張
し
て
免
責
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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説

〈

1
)
鈴
木
・
前
掲
講
座
一
四
九
八
頁
以
下
。

〈

2
)
高
烏
・
前
掲
二
二
七
百
貝
以
下
。

(
3
〉
ニ
①
の
意
味
の
資
格
で
は
な
く
て
、
単
に
除
権
判
、
決
の
存
在
を
知
る
こ
と
の
悪
意
、
重
過
失
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
根

拠
は
何
か
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

〈

4
)
松
本
前
掲
商
法
解
釈
の
諮
問
題
四
九
八
頁
以
下
。

〈

5
)
除
権
判
決
が
言
渡
し
で
直
に
確
定
す
る
こ
と
は
、
六
ヶ
月
以
上
の
公
示
催
告
期
間
内
に
権
利
を
届
出
る
者
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
申
立
人
以
外
の
者

で
所
持
す
る
者
は
い
な
い
か
、
い
て
も
そ
れ
は
盗
取
者
等
の
不
法
な
所
持
人
ま
た
は
重
過
失
の
あ
る
者
な
の
で
、
届
出
て
は
か
え
っ
て
公
示
催
告
手
続

と
は
別
の
一
般
訴
訟
手
続
で
取
返
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
の
で
届
出
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
の
蓋
然
性
が
高
ま
り
、
迅
か
に
申
立
人
に
資
格
を
回
復

し
て
や
る
と
い
う
目
的
、
お
よ
び
公
示
催
告
手
続
は
対
立
当
事
者
を
予
定
し
な
い
制
度
と
い
う
こ
と
か
ら
、
理
解
で
き
る
。
な
お
、
届
出
入
が
証
書
の

提
出
な
く
し
て
届
出
た
と
き
に
、
こ
の
者
の
権
利
を
留
保
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
不
服
申
立
の
訴
を
提
起
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
(
民
事
訴
訟
法

七
七
四
条
ニ
項
第
五
〉
。

〈

6
〉
民
事
訴
訟
法
で
は
、
公
示
催
告
の
公
告
は
、
除
権
判
決
の
旨
趣
の
公
告
と
異
な
り
、
新
聞
紙
上
に
三
回
掲
載
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
戦
時
民

事
特
別
法
廃
止
法
律
附
則
二
項
、
旧
戦
時
民
事
特
別
法
三
条
に
よ
り
、
現
在
は
行
な
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

(

7

)

同
じ
こ
と
は
、
除
権
判
決
が
不
服
申
立
の
訴
に
よ
っ
て
取
消
さ
れ
た
場
合
に
も
、
証
券
義
務
者
が
除
権
判
決
取
得
者
に
給
付
し
た
と
き
に
生
ず
る
。

取
消
判
決
の
遡
及
効
を
否
定
し
て
も
取
消
判
決
後
に
除
権
判
決
の
取
得
者
に
給
付
す
れ
ば
同
じ
で
あ
る
。
〈
m---mHCH
∞
〉

Z
・
N
N
司

0
・
四
註
(
お
〉
・

(
8
〉
河
本
・
前
掲
講
座
八

O
O頁
、
同
旨
、
鈴
木
・
前
掲
講
座
一
四
九
三
頁
。

(

9

)

』世相州巴・白・担・

0
(
H
Uロ
〈
巳
円
四
n
F
円ロロ仏

ω
S向。・

ω・品目山
M
・
〈
m戸
同
四
円
安
w
H

開口品。
B
田ロ口、同
-
P
0
・
叩
∞
A
F
H
Z円
M
-

〉ロ
B

N戸
叩
∞
印
0

・

(

m

)

中
村
武
「
有
価
証
券
の
除
権
判
決
に
伴
う
諸
問
題
」
法
律
時
報
二
六
巻
六
号
一
三
頁
は
、
有
価
証
券
に
お
け
る
権
利
の
化
体
説
あ
る
い
は
権
利
の
担

い
手
説
は
、
比
喰
象
徴
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。

(
日
〉
』
m
m
m
r
白・匝・

0

(
穴
O
B
E
g
g円Y
〉
2
・由吋
Y
S
N
Z
-
N
N∞・(同
M

円F
4
白骨『
n
n
Z
ロロ
ι
ω
g白
H
Y
ω
A
5
N
問
問
・
実
際
的
に
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ

ま
り
起
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
全
く
の
理
論
的
な
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
次
に
例
を
あ
げ
よ
う
。

A
が
証
券
を
喪
失
し
、
こ
れ
を
B
が
善
意
取

得
し
た
後
、
次
で
喪
失
し
、
次
に

A
が
除
権
判
決
を
得
た
、
そ
の
後
X
が
拾
得
者
C
か
ら
証
券
が
有
効
な
ら
ば
善
意
取
得
し
た
で
あ
ろ
う
態
様
で
取
得

し
た
。
こ
の
場
合
X
の
善
意
取
得
を
否
定
す
る
こ
と
は
申
立
人
A
を
何
ら
か
保
護
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

A
は
既
に

B
に
善
意
取
得
さ
れ
て
い
る
か

論
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有価証券の除権判決について

ら、

X
の
善
意
取
得
が
無
効
だ
と
し
て
も
、

B
か
ら
、
八
七
頁
に
述
べ
た
権
利
を
行
使
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

X
の
善
意
取
得
が
否
定
さ
れ
れ
ば
、
全
く

の
他
人
で
あ
る
A
が
除
権
判
決
を
雨
明
得
し
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、

B
は
忠
わ
ざ
る
贈
り
物
を
受
け
た
結
果
と
な
る
。
除
権
判
決
ま
で
の
善
意
取
得
者
は

排
除
さ
れ
る
と
考
え
る
説
に
立
て
ば
、

A
を
全
く
の
無
権
利
者
、

B
を
実
質
的
権
利
者
と
置
き
換
え
れ
ば
よ
い
。
な
お
註
(
臼
)
参
照
。

(
辺
〉
そ
の
と
き
除
権
判
決
後
の
無
効
宣
言
さ
れ
た
旧
証
券
の
善
意
取
得
者
は
、
無
権
利
者
で
あ
る
除
権
判
決
取
得
者
に
こ
の
者
の
取
得
し
た
対
価
を
請
求

で
き
そ
う
だ
が
(
〈
m戸
ふ
∞
忌
〉

Z-H
切
の
回
)
、
し
か
し
前
者
は
、
後
者
の
除
権
判
決
後
に
証
券
を
取
得
し
て
い
る
か
ら
、
簡
単
に
そ
う
は
い
え
な
い
。

証
券
義
務
者
に
対
す
る
資
格
を
欠
い
た
証
券
を
譲
渡
し
た
者
に
対
し
て
、
有
価
証
券
売
主
の
担
保
責
任
を
追
及
す
べ
き
か
。
そ
し
て
除
権
判
決
時
の
権

利
者
が
、
無
権
利
者
で
あ
る
除
権
判
決
取
得
者
に
対
し
て
最
初
に
述
べ
た
権
利
を
行
使
す
べ
き
か
。

(
日
〉
除
権
判
決
取
得
者
が
、
判
決
時
に
お
い
て
実
質
的
な
権
利
者
で
あ
る
か
、
無
権
利
者
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
二
、
②
の
資
格
の
う
ち
第
三
者
が
資
格

あ
る
者
の
無
権
利
を
主
張
す
る
場
合
の
資
格
は
、
除
権
判
決
が
語
る
の
か
、
無
効
宣
言
さ
れ
た
証
券
が
語
る
の
か
、
は
一
応
問
題
と
な
る
。
除
権
判
決

は
公
示
催
告
の
後
に
、
権
利
を
主
張
す
る
第
三
者
の
届
出
が
な
か
っ
た
後
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
除
権
判
決
が
右
の
資
格
を
与
え
る
と
考
え
て

よ
い
マ
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
除
権
判
決
取
得
者
は
、
単
に
一
般
的
に
資
格
右
回
復
す
る
と
い
い
、
あ
る
い
は
証
券
の
所
持
を
回
復
し
た
の
と
同
じ
で

あ
る
と
い
う
通
説
と
異
な
ら
な
い
。

本
文
に
お
い
て
、
除
権
判
決
時
に
判
決
取
得
者
が
無
権
利
で
あ
っ
た
と
き
は
、
除
権
判
決
後
に
第
三
者
が
無
効
宣
言
さ
れ
た
証
券
に
よ
り
善
意
取
得

す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
の
も
、
右
の
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
除
権
判
決
後
の
無
効
宣
言
さ
れ
た
証
券
に
よ
る
善
意
取
得
を
主

張
す
る
者
は
、
除
権
判
決
時
に
お
い
て
は
判
決
取
得
者
が
無
権
利
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
、
立
証
せ
ね
ば
な
ら
ず
(
ニ
、
②
の
資
格
の
う
ち
第
三
者

が
資
格
あ
る
者
の
無
権
利
を
主
張
す
る
場
合
に
あ
た
る
〉
、
そ
れ
に
成
功
し
た
後
に
は
こ
の
者
の
た
め
に
、
無
効
宣
言
さ
れ
た
証
券
が
資
格
ハ
ニ
、
②

の
資
格
の
う
ち
第
三
者
が
資
格
あ
る
者
の
無
権
利
を
主
張
す
る
場
合
)
を
語
る
こ
と
に
な
る
。

....... 
J、
お

わ

り

本
稿
は
、
有
価
証
券
の
公
示
催
告
手
続
の
申
立
権
者
に
関
す
る
民
事
訴
訟
法
七
七
八
条
が
、

い
わ
ゆ
る
資
格
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
を
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出
発
点
と
し
て
、
公
示
催
告
手
続
で
は
い
わ
ゆ
る
実
質
的
権
利
は
一
切
問
題
と
し
て
い
な
い
と
し
て
、
例
外
を
認
め
ず
に
論
を
進
め
て
き

た
。
そ
の
結
論
は
、
拙
稿
を
捧
げ
る
小
山
教
授
の
恩
師
に
あ
た
ら
れ
る
兼
子
博
士
の
榔
発
言
「
私
の
芳
え
は
除
権
判
決
と
い
う
の
は
株
式
の

場
合
な
ら
会
社
に
対
す
る
関
係
で
証
券
が
な
く
て
も
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
結
果
が
主
た
る
効
力
で
、
そ
う
い
う
意
味
で

相
対
的
の
効
果
し
か
な
い
。
し
か
し
、
会
社
の
方
か
ら
い
え
ば
、
新
株
券
を
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
新
株
券
を
発
行
し
た
ら
そ
の

新
株
券
を
有
効
な
株
券
と
し
て
取
扱
っ
て
行
け
ば
よ
い
。
だ
か
ら
会
社
と
し
て
は
新
株
券
一
本
で
取
扱
っ
て
行
け
ば
よ
い
。
し
か
し
、
当
事

(
1
M
 

者
間
の
関
係
は
旧
株
券
を
現
実
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
も
の
を
い
う
こ
と
に
な
る
。
」
と
、

説論

(

1

)

鈴
木
ほ
か
、
前
掲
会
社
法
セ
ミ
ナ
ー
-
九
七
頁
。

一
致
す
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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Kraft10serkl批ungder Wertpapiere 

Ryuji OHTSUKA* 

Wenn auch das Wertpapier gestohlen， verloren gegangen oder 

vernichtet ist， der bisherige Inhaber das Recht aus dem Papier 
nicht verloren， solange ein Dritter das Papier nicht gutglaubig 
erwerben wird. Allerdings kann der Berechtigte in diesen Fallen 

sein Recht nicht ausuben， weil er das erforderliche Papier nicht in-

nehabt. Er kann ein verlorengegangenes oder vernichtetes Wert-

papier im Wege des Aufgebotsverfahrens fur kraftlos er・klaren

lassen und anschliessend sein Recht wieder geltend machen (japa-

nisches Zivilprozesgesetzbuch 7. Buch). 

Antragsberechtigt zum Aufgebot ist der， bei Inhaberpapier und 

mit Blankoindossament versehenem Orderpapier der letzte Inhaber 

ist， und bei anderem Papier der das Recht au日demPapier geltend 
mach巴nkann C ~ 778 ZPG). Antragsberechtigter ist also der legi-

timierte Inhaber des羽Tertpapiers. Seine materielle Berechtigung 

zum Wertpapier ist ohne Belang Cstr.). 

Die羽Tirkungdes Ausschlusurteils besteht nach ~~ 784 Abs. 1， 

785 ZPG darin， das das alte Papier fur kraftlos erklart wird und 

das der Aufbieter dem Schuldner gegenuber zur Geltendmachung 

der Rechte aus dem Papier berechtigt ist. Er kann ohne Papier die 

fallige Leistung verlangen. Doch ist der Verlierer nicht besser 

gestellt als Innehabung des Papiers. Trotz der Kraftloserklarung 

stehen dem Schuldner die materielle Einwendungen gegen den 

Bestand des Rechts und gegen die Berechtigung des Verlierers 

weiterhin zu. 1m Verhaltnis des Schuldners zu einem Drittbesitzer 

des Papiers bewirkt deren Kraftloserklarung， das der Schuldner die 

Leistung trotz der Vorweisung des Papiers verweigern darf und 

* Auserordentlicher Professor an der Universitat Hokkaido (juristische 

Fakultat) 
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muβ. 1st der Drittbesitzer besser berechtigt als Aufbieter (so ins-

besondere， wenn er das verurkundete Recht gutglaubig erworben 

hat)， mus ihm der Aufbieter die mit dem AusschlusurteiI erwor・

bene RechtssteIIung abtreten oder das inzwischen vom Schuldner 

ErIangte herausgeben. Dies giIt auch dann， wenn der Dritterwerb 

erst nach der Kraftloserklarung stattgefunden hat und der Aufbieter 

zur Zeit des Ausschlusurteils nicht der Berechtigte gewesen ist. 
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